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核燃料物質使用変更許可申請書の一部補正

新旧対照表

本 文・・ ...本一 1~ 1 4 

本文図面・ •本図ー 1 ~ 3 

添付書類 1.. ．．．．．．添 1-1 ~ 16 
（使用施設等の位僅、横造及び設備の基準に対する適合性に

関する説明碁（市故に関するものを除く。））

応用試験棟

I-l 
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新旧対照表

変 更 0~、,, 
補 正 後 変更理出

1 名称及び住所並びに代表者の氏名 （省略） 1. 名称及び住所並びに代表者の氏名 （変更なし）

2.使用の目的及び方法 2.使用(1)E的及び方法
•. ・. ・ ・ ・ • ``  ．． "’. .`~/-, 9 9•,• . ・ ・ ・ ・ ・ ·—̀‘0•, 

目的番号 ，―- 使用の目99 一 区LI目的 番号 使用の目的 区 分
•”`,...- 9 ・----・--・ ・ ・ -・ ・ ·*•一·• L.—— 

（］） 核燃料サイクル技術開発及び関速する基礎試験及び工学試験 (I) 核燃料サイクル技術開発及び関連する茄礎試験及び工学試熙！

を行う， を行う。

(2) 嵩速炉燃料サイクル技術の基碍に関する研修生の実習を行う。 (2) 高速炉燃料サイクル技術の基礎に関する研修生の実習を行う。

(3) 窒化ウラン及び炭化ウランの酸化処理を行う<• (3) 窒化ウラン及び炭化ウランの酸化処理を行う。
し・ ・ー・- W ナ ・ヤ 9 』•ヽ •—------ -・ ・・---,--— ← •-- -----…-•-" ̂ .＾ー•一
但し、上記目的は平和利用に限る。 但し、上記目的は平和利用に限ふ

i目的番号
ー ・

目的番号 使用の方法 室名称 使用の方法 室名称

核燃料サイクル技術開発及び関連する以下の某碇試験（止L程 I
---•』-" -~“ ·̂ ^^̀ •ふ9→...,,w···---•一，』••一＾巳 •V --- ・ ← —· 

(J) (I) 核燃料サイクル技術開発及び関連する以下の基礎試院 (L監一程
・表記及び表現

度（U!'i¥:)、卑程度 (Th岳））、工学試敷 (10kK~250ki,;粍 度 (U抵）、匹程度 (Th祗））、 T.学試験 (10ki:~250 kg 
の見直しを図る

度 (U趾））、分析を行う。 程度 (Uは））、分折を行う，＇
ため。

①祇速炉燃料サイクルに係る再処理技術開発として、溶解試 工学試験室と ①高速炉燃料・サイクルに係る再処理技術開発として、溶解試 工学試験室一

験、晶析試験、溶媒抽出試験、溶融塩電解試険、分析を行試険室2.,_ 験、品析試験、溶媒抽出試禁、溶融塩磁解試験、分析を行 試槃室2-
?~ヽ． 試験室3i- : ) c 試険室3

②高速炉燃料サイクルに係る燃料製進技術朋発として、粒子 試験室4.,__ ②高速炉燃料サイクルに係る燃料製造技術開発として、粒子 試験室4

製造試談、振動充填試験、分析を行う。 実翌室1 製造試験、振動充塩試験、分析を行う。 実習室1

③核燃料サイクル技術開発及び原子力災寄の収束；、こ醐する拭 R核燃料サイクル技術開発及び原＋力災害の収束に関する試

袋、分析を行う。 験、分析を行う。

↓ 

(2) 高速炉燃料サイクル技術の甚礎に関する研修生の実習のため t学試験室"--- (2) i渇―速炉燃料サイクル技術の基磁に蘭する研修生の実料のため 工学試験室一
！ ！ に、天然ウラン及び劣化ウランを次の方法により使用する。 試験室 2,— に、天然ウラン及び劣化ウランを次の方法により使用する。 試験室2__ 

①溶解技術の習得のため、約llig(U品）の酸化ウラン粉末又 試験室3,__ ①溶解技術の習得のため、約LlB(U最）の酸化ウラン粉末 試験室3,,

はペレットを用いた溶解試験及び分析の実習を行う，9 実習室 J 又はペレットを用いた溶解試験及ぴ分析の実習を行う。 実習室l

②溶媒抽出技術の習得のため、約!fill(U最）のウランを用い ②溶媒抽出技術の習得のため、約1上g (U蔽）のウランを用

て、硝酸ウラニル溶液の詞製、溶媒抽出試荻、還元試験及び いて、硝酸ウラニル溶液の調製、溶媒抽出試験、遠元試験及

分析の実習を行う。 び分析の実習を行う。
ー・ ~．．．ー・

(3) 1試料あたり 30g(U秘）以下の窒化ウラン又は迎_g(U趾）以 工学試験室← (:J) 1試料当たり 30g (U濫）以下の窒化ウラン‘又は迎_g(U筵） T．学試険室＿

下(})炭化ウランの熱処理及び付帯する分析を行う。なお、処理 試険室2,_ 以下の炭化ウランの熱処理及び付楷する分祈を行う C なお、処 試敬室2.a-

前の試料はアルゴン雰囲気にて使用し、生成した酸化物は目的 試晩室3"- 理前の試料はアルゴン雰囲気にて使用し、牛ょいした酸化物は目 試験室3~

番号(1)に使用する。 試険室4 的番号(1)に使用する。 試験室4
—. ·····•· ···•· -- ---- •• ----―- ― ヽ•-···一· ·響•• ·デ••一 9.、....-·· ••~『一ー• --.................. 

応用試験棟 本 文 変更箇所を で示す

木一l

・, ．．
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｀
｀
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、
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新旧対照表 応用試験棟 本文 変更箇所を

変 更 前 捕 iiこ後

共通

□--

l 上記の各目的番号に示す核燃料物質の使用に伴って発生し、

i廃棄施設へ牒棄する前段階(J)ものであって、 これから廃哨しよ

！うとするものを取り扱う作業を行う。

1 (l)汚染の拡大防止のため叫Ill包

フード又は管理1吝城内で不嬰となった物品等のうち、 汚染 1

拡大防止拮投が必要なものをピニル袋、ビニルシート等に

より梱包する、9

全ての室
②所定の容器への収納 I 

； 日記①で発生したものを所定の容器に収納する。

！ ③その他上記に関連する作業

三三三旦五i□□_J
3.核燃料物質(/)稲頷

4.使用の堀所

5.予定使用期間及び年間予定使用拉

（i.使用済燃料の処分の方法

（省略）

（省略）

（省略）

（省路）

丁
'1’

共通 丁 上記の各目的番号に示す核燃料物質の使用に伴って発生し、

I廃如施設へ｝麟する前段階(/.)ものであって、これから廃棄しよ

うとするものを取り扱う作業を行う。

① 汚染(/)拡大防止のための梱包

フード又は管理区域内で不要となった物品等のうち、汚染 ！

拡大防止措設が必要なもII)をF-ニル袋、ピニルシ-ート笞に i

より梱包する。

I② 所定の容器への収納

上記0)で発生したものを所定の容器に収納する。

③その他上記に閑連する作業

述搬、選別、詰め替え等の作業を行う。

これらの作業時には火災防止（上記①、 ②及び③で発生し、i

たもの主金屈閣容器又は金屈製保管阻全収納等）、その l 
他叫鯰 k必要な措慨を蒻l：：色 ．．L 

全ての室

で示す。

変更理由

I I 
i 

I・表現の兄itiし

， を図るため。

3.核燃料物質())種類

4.使用(/)楊所

5. 予定使用卯lflll及び年間予定使用蚊

6.使用済燃料の処分の方法

（変災なし）

（変更なし）

（変更なし）

（変更なし）

本一••2
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新！日対照表 応用試験棟 変更節所を

変更前

木文

補正後

ーで示す。

変更理由

7.使用施殺の位骰、構造及び設備

7-1 使用施設の位樅
···~.. 

(1)敷地の位懺

核燃料サイクル工学研究所の位閥は、核燃料サイクル工学研究所共通箱

りである。

(2)建家の位隧

本施設は、核燃料•サイクルT．学研究所敷地内の北側中央部に位置し、高

南西にはA棟がある。海岸からおよそ腔虹旦、海抜約羞虹酎りとこるにある。

このように、周辺(/)河川、海岸から—,.分に離れており、海抜約邑旦丑q珪易所に設

使用施設の位個 1 樅しているため、河川の氾濫による洪水、律波・而潮による被害を受けるおそれは

ない。また、敷地は平坦で排水性が良く、建屋は、安定した地層に支持されている

ため、地すべり・陥没等のおそれはない。

7.使用施股の位置、棉造及び設備

ロ
7•--1 使用施設の位泄

I •一

使用施設の位脆

・表記及び表現

の見直しを図る

ため。

射

l

~

ー

放

室
は

晋

一

に

実

ー

7
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、

図

2
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は
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i
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に
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＿

、
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｀
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試
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は
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は

に
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施
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＾
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更
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、

の
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設
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る
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新旧対照表 応用試験棟 本文
• - -- - i ― 

変更箇所を

L
"
リ

A
H
 

1
1
I
 ，
 

変 後
,
 
•• 

孔捕

で示す。

変更理山

7-'.:! 使印施股の構造
--···-・—'·.．．．．．．· ＂ ・ •一．．．

使用施設の名称！ 襦 造
9 99V•99-• 9,  • 999・^^胃‘・・・｀● ~^― `^•一 •9・一ヽ―

応用試験棟 ，鉄筋：：lングリート

'(1階の一部は鉄

骨 PCコンクリー

ト造り）

I 
，酎火構造（一部簡

易酎火構造）

地下 1階、地上4

階

（一部分は地上 l.

階から 3階及び4

階までの吹抜け）

建家平而図を固 7

-1 -1 ～図7-・1 

3に示す。

床面積 (n白

延床面積

約 3300 

地 階 約530

］ 恐 約 I300 

2階約 490

3浩約 490

4階約 190

設計仕様

耐展設計：水平痰度0.2 

耐火構造：消防法に基づく

床：

工ポキシ塗装又は塩化ピニルシート張り

墜：

工ボキシ斑装又は塩化ピニル塗装

T舒：試験室の天井：

軽紋気泡コンクリート板張り

その他の部屋の天井・

（記載なし）

塩化ビ、=)レ塗装

7 -2 使用施設の情造

ごご＇科 rÌtJこI延：巳

地下 1階、地上4

階

（部分は地上 l

階から 3階及び4

階までの吹抜け）

建家平面図を回7

-1 -1 ～図7-

l -3に示す。

設計仕様

耐震設計：水平窟度0.2

祖必構造：建築基準法に基づく

骨PCコンタリ`-、地階約 530

ト造')) 1階約 I300 床：

2階 約 490 エポキシ塗装又は塩化ど二．ルシート張り

耐火構造（•一部簡 ：ぅ階約 490 壁，

兒耐火樗造）・ご9) 4階 約 490 エボキシ途装又は塩化ピニル塗装

T` 学拭験室(r)天井：

粍扇気泡コンクリ←ート板張り

その他の部屋(/)天JI:: 

塩化ビニル塗装

標識：人がみだりに管理区域内に立ち入ら

ないようにするため、垢付嘗類1の「4．立

入りの防止Iに示すとおり、標識を設ける。

・設iil•仕様(9)I射

火構浩に1怪づく

法令名称の遥正

化を図るため。

・既に使用施設

叫暉、構浩及

び設備の甚準9こ

関する規則（以

Iご 1使用許可基

泄規則．I と Vヽ

う，，）の要求事項

を滴足している

が、設計仕様に

標識の記栽につ

いての明確化を

行う。なお、本変

更により、使用

許可基準規則(j)

要求事項を満足

していることに

変わりはなく、

設計変更及び上

事も伴わなし‘こ

本一4
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新l日対照表 応用試験棟 本文 変更箇所を で示す

変 更 前 補 正 後 変更理由

7-3 使用施設の設備-- ― ——,·---·· ,＂..呵·-~--·.. —-· ·99. ．．,．．" ，...,．．．••一ヽ•..,.... ··-----········,ヽ••ヽ▼ー●—巳·--• --・・ 
7...... 3 使用施設の設備

個数りi I I 

→ユ噸~·--·----·--·--

使用設備の名称 仕： 様 使用設備の名称 個数 仕 様
..~ ―̀ 

フード等配置図、排気モニタの配 ！ フード等配笹図、排気モニタの配

戦図を各々図7-3-1、同7 3 閤図を各々圏’/-3-1、図7-.3-

2に示す。 2に示す。

●●● •- -.-... -•..̀ ...........—· •』- ................,』`̀ - ,....^••一•••······--．．·-·····"••一•••...9●●●●,．．．．, •一9●●●—••

フード 上 フード 上＿基 ・表記及び表現

（試験宅2) 風速： o.5m/ s以上 （試験室2) 風速： 0，5m/s以上 I/)見直しを図る

ため．
一 ，．．．‘,．~”••一,N｀『.』•••-• 

フ｀•→ド 土皇 -.7ード 4 
（試験室：｝） 風速： 0.5m/s以ヒ （試験空3) 風速： 0．5m/s以上

・・． ~“ 

フード 4 フ—ード 土
（試験室4) 風速 •0. 5m/ s以上 （試験室4) 風速： 0．5m/s以上

； 
•• •9•..,...` ~.'—-. 

フード 立 フード 立 ) 

I （実習室 I)

I 

（実習室 l) 風速： 0.5m/s以ーヒ

I 
風速：旦且皿主以上

: 
， 

• ~• I I' ， ，．．．． ．． ＇響』'”~”"•-

フし、→ド 上皇 フード 上一基

（配分室）

！ 
風速： 0.5m/s以上 （配分室） 風速： 0．5叫S以上

し -- ●ヽ •

フード コ フード 上」

（放射線管理室） 風速 0.5m/s以上 （放射線管理室） 1 風速． o．6m/s以上

•一．．．．．，．｀｀9 ． •` --•9 9•••• 一• - •-.~..,..^ •一 --』 s••........．．』--』＂’••••,...... -•-·----
フード 4皇 i， フード 2 

•平成 21 年の許

（」こ学試験室） 風速． 0.5m/s以上 （T．学就験室） 風速： 0．5m/s以上
可以降に琴業縮

小により殺悛出

-̂- 来ていない工学
局所排気装闘 立 局所排気装骰 旦

（試験室2) 風速： 0.5m/s以上 （試験室2) 風速： 0．5m/s以ヒ
試験室{/)フード

2基を削除す

----.~'. ·-••· -・・.,. -・・・・ ~. ・・ -----・-・.............. ・-....,.. - ---..， 4• が",..`＇＾．． "”A••鵬•99~ :{），なお、使用許

可基準規則に滴

合性を要求され

る設備ではない

ため、変更後も

木ー5
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新IR対照表 応用試験棟 本 文 変更筒所を で示す0

変 更 î
 
‘_ .n 

補 正 後 変更理由

使用設備の名称
·-•·--·-一,-
個数 仕様

---~•·••---•--·······-·-· 
使用設{rliiの名称

-----------------------
個数

L...• • • --`・・----1 ●●●● ・・ •り・~・”~~~• "—~~ • ··~ 
仕 様

式

検壺分析設備
・ウラン浪度測定槻器
．硝酸漑度測定機器
・元素浪度測定機器
（試験室2、試験室3、試険室4

及び工学試験室）

層宜分析股傭i
l ・ウラン濃度測定機器

I 
．硝酸溌度測定槻器
・元禁濃度測定機器
（試験宅2、試験室3、試験室4

及び工学試験室）

， 

I 

式

抽出システム試験装置
・遠心抽出器
．槽類等
（工学試験室）

式 主要材質 ：ーアクリル及び SUS 3 0 4 

溶懃塩電解試験・酸化処理装胆
・雰囲気制御窮気炉窃
（工学試敬室）

--7―爾気宕蜃―--
炉心管容穣：

序釦直

主要材質
• ；匁廷. 9,．、人 7• ロイ製

最高温度・ ：1000℃ 
装證を設罹したフ=ドGB-----lはアルゴン芥囲氣に調整
可能

ウラン溶i疇発澄縮設俯
・蒸発缶
. ~脳畔輝耀
．凝縮液受椿
(:[学試験室）

式

式 七要材質 : _Sl!S_304L 

整覇こ気囲雰、ィf
 

i

"

 レI
 

ァ↓
 

ー

製

B

(

G

 

＇ 

W

口
℃
，

彗
000[

喜
ハ
ー
互
し

・

••••••••• 
i

積

隧

一

散
容
質
変
設

一

質

容

符

材

温

を

能

材

気

心

霊

骰

可

婆

嘉
嘉
装

．

主

`

.

1

1

4

ー・

1
1
:
1、.
9・

1̀1.：
I
.

式

一

一

式

"

i

1

1

 

[

飼

一

装理

~SIll~fi 

一
墜
f

.

2

団

イ

ー

設

．

縮濃
槽

一

装

酸

筵

．
 

p

f

i
発

受

験

．

す

因国
攣
忘
一
[

面

．．
 

Iー
ー
・

1
1
ピ：

U
．

I
I
I
.
I
I
.
1
'‘,1ー

、

1・

式 宅要材質 ・アクリル及びSUS3D4

安全上に影郭は

ない。また、設置

出来て¥.、ない設

備の記載IJ.）削除

であるため、本

変如ま設計変夏

及び工事を伴う

も(/)ではない:

・表現の見直し

を図るため。

1 式 （削除）

: SliS301L 

（削 除）

・表記の見直し

を図るため。

•平成 Zl 年(1)許

可以降に事業箱

小により股i欺出

来ていない連続

溶解試験設備を

削除すもなお、

使用許可祐準規

則に適合性を要

求される設備で

はないため，変

更後も安全上に

影噛はない。ま

た、殺壁出来て

いない殺備の記

載の削餘である

ため、本変雙は

設計変更及びlこ

今ドを伴うもので

木̀ -6
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新旧対照表~ 応用試験棟 本文

補正後

変更箇所を で示す。

変更理由

振動充填試験設備
・振動充J真試験装憫
（試験室4)

晶析試瞼設仰
・晶析拭験装慨

堺戸喜謬定疇

巴

変 更 前

-| ： 1 式

1 式

了
I 1 式 1主要材質 ： SUS304 
i 過加熱防止機能

! 2 式 I天井走行型、吊耀重：盆旦

放射線管理設備
排気モニク ］ 式 （記載なし）．．．

その他 1 式 Iェアスニファ、 8線用退出モニタ等

振動充墳試験設備
・振動充填試毅装屈
（試験室4)

1 式

＇` ●9 - -

晶析試険設備

！ ．分析・
（試験室4)

高温炉
（実習室 1)

g
5
 m

 

定

憐
殴
測

クレーン
（工学試験室）

.．．.．．．̂ ,...̂..、.．．．．．．.

放射線管埋設備
排気モニタ

その他

1 式

i 
了

1 式！主要材質 ：SUS304 
i過加熱防止機能

+---1 
2 式！天＃：走行型吊上荷取：盆い

• • • ---・ • • • ·—---+---+---一―•·—-·—-------------——-------ー^ー^ 一..ヽ----＿ ＿ ＿...-----------

1 式 I排気中の放射性物質濃度一逆設座値以上で警報が吹嗅主
ゑ.__

1 式 Iエアス、＝ファ、 8線用退出モニタ等

はない。

・表現の見直し

を回るためc

・表記の見直し

を侭iるため。

．既に使用許可

甚準規則の要求

事項を満足して

いるが、他の施

殺の核燃料物質

使用変更許可申

請杏との整合を

図るため、仕様

I Iを明確化する。

なお、木変更に

より、使用許可

基準規則の要求

事項を満足して

いることに変わ

りはなく、殺計

変更及び丁，事も

伴わない。

I非常ffl設備 ”-…～9 

非常用発逍装置

·-·········―···· ···ー•一·• --- l 

| -—......... .一"•一

その他

口二彎喜霊霜饗こ屡裏閤贋．で
: 1 式
： 消火器、消火栓、火災馨報、非常用照明、誘導灯、

防液堤
-----'-

I非常用譴
非常用発霞装置

他のそ

．

．

 

2 式 I涵レベル放射性物蛍研究施設の非常用発電装懺を共用
高レベル放射性物質研究施設以外の関連施設の合計で
200 kVAを共用する。

·-··""""•一l'.

1 
式 ，消火器消火栓、火災誓報、非常用照明、誘導灯、

：防液堤

本一7
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新 1日対照表 応）廿試験棟 本文

変 更前 捕正後

変更箇所を で示す。

I 
変更理由

8.貯蔵施投の位誼．．栴造及び設備

S -・・ 1貯蔵施設の位骰 （省略）

＆貯膝施設の位設椅造及び設備

8.... 1貯蔵施設の位骰 （変更な し）

8-2貯蔵旅設の偽造 ．． 

構 迭 床而積 (m'） 設計仕様

~• .- 「7- 2、 使用施設IJ;i輝，と同じ。•_／二|
: 7 --2 使用施 7. 2 使

設の構造Jと同 用施設の構 げf-: ．マ：ポキシ塗装

じc

＇ ● |紐： 塩化1::'c-::cル塗装 ~ 

LJ_ Ll --… ---- -- --_J ［ 

ウラ ン貯蔵室

8-2貯蔵施設If)i輝
麟砲設の名称 1 構 造 1床面積 (m’) 1 設 計 仕 様

… - I ．．ー• 二］r 7 -2 •使用がふ）構造と同じ。●●●●

ウラン貯麟 I r 7-2 使用施 f 7 -、 2 使

設の祁造j と同 用施設の構 I床 ・ エボキシ塗装

じ。 造lと同じ。 壁 ： エポキシ塗装

天井： 塩化ピニル塗装

匹 ：人がみだりに立ち入らないようしこ一

ため、また、核燃料物質力痘在するこ とを明

L -`匹施設J

ー し―- - -」

8-3貯膝施設(/)設備
• 9 

仕 様

箱型

材質： SS

"・ • ” ・ヽ - ··~-.... ..̂‘▲ ▼ 9 - 9 0 ・．一o・―・・・● -．一＇．....- -ー,ウ ▲ .~.• ~—～・·・一- — ．.・ “●"’

8 -3貯版施設の設備
~ ~ ~ ." ̀~ 

貯歳設備の名称 1個 放 1最犬収納荻 内容物の主な物理 ・化学的性状
.., 

酸化ウランー 1同体

台,II
i：↑＿
 

l
 

保
1 000 kku 

L上g1h

-・・ 
固体又は液体

．．． ．． 

＇固体
•一・ ， ．△一

窒化ウラン （i.1 I固体
＇箱 型

炭化ウランほl

金）1li,ウラ ン

固体

体
よ
四

殷化 トリ ウム 1固竺

硝酸 I、リウム 固体又は液体m二:-—-

tl: 

材質： SS

様

．諾記修正を行

うため。

．既に使用許可

晶池規則の要求

1;項を満足して

いるが、設計仕

様に楳訊の記載

についての明確

化を行う。なお、

本変更により、

使用許可基準規

則の要求事項を

渫足しているこ

とに変わりはな

く、設計変更及

び工事も伴わな

1ヽヽ
e

・表記及び表現

の見献しを図る

ため．，

本一8
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新1日対照表 応用試験棟 本 文 変更箇所を で示す。

変 更 11
 

え
H
~

ヽ 補 正 後 変更理由

ウラン貯蔵室 l 
硝酸ウラ ニル ・4 

, 珊| ●，． ＇’' ヽ• ' •一
（注）貯蔵時はガラス若しくはプラスチック製内容器及び金屈製外容器(/)二蛍梱包とする．

基 1 020はU 硝酸ウラン 硝酸ウラニル

液貯渭 1 | _J_ ， 
（注）貯滋時ばガラス若しくはブらスチック製内容器及び金屈製外容器の二諏梱包とする。

―̀．．．9 9 • • - . - - •• 

り蔵設備の名称 i饂→但］
放射線笠碑設備

排気モニク

その他

非常用設備

非常用発鼈装置

その他

．． ． .• 一・
仕 様

3

3
 

-

i

 
7
7
‘
 

r
r
 

使用施設の設偏Jに記載のとお り

使用施設の設備」に記載の とおり

r 7・..．3 

「7-3

使用施設の殷備」 に記載のとお り

使用施設の設備」に記載のとおり

放射線管理設備

排気モニク

その他

非常用設備
！ 

胞設の設備」に記載のとおり

厖設の殺備」に記載のとおり

!J．廃稟施設の位世、構造及び設備

9 -・ 1気体廃棄施設

本施改のフード及び管理区域内の各部歴の排気は、気体廃棄施設を経て排気筒から排出する。

応用試歎椋の密迎区域給排気系統は、 部屋系、 ヒュームフー ド系、 ドライ フー ド系の 3系統か

らなる。 フード及立丘笹理1必岐内の各部展(})排気は、 高性能エアプ（ルタ（捕集効率塑』笠全

0.15μmの粒子）を介して核原料物質又は核燃料物質の製錬(/.)ヰ業に関する規則等の規定に活づ

く線蘇限度等を定める告示（平成27年原子力規制委目会告示第 8忌）（以下 「線最告示」という。）

に定める濃度限度以下の猿度で放出する、＇

9.-1 - ）．気体廃荼施設の位置 （省略）

9---1 -2気体廃棄施設の構造

気体廃棄施設の

•1 名称
応用試験棟

（地階）

排気室

構 浩

1 7. 2 使用施

，設の楕造Jと同じ

液体

床而精 (m') 設 計 仕 様

I. 7 -2'使

用施設の惰

造！とl甘Jじ

3

3

 

l

--
1
7
 

.‘、

r

液体

仕 ・ 様 ・ 1 
•一 ・— •

使用施設の設備」に記載(/)とお り

使用施設の設備」に記載のとおり ．． ．． ． ． 

9.廃棄施設の位證構造及び股備

9-1気体廃窮施設

本施設のフ-—ド及び管理区域内の各部屋の排気は、気体廃棄施設を経て排気筒から排出する。
応用試験棟の管理区域給排気系統は、部座系、 ヒュームフード系、ドライ フー ド系の 3系統か

らなる。 フード及埜管理区域内の各部屋の排気は、芯性能エアフィルター（捕集効率堕』Lさ

0.15い の粒'f-)を介して核原料物質又は核燃料物質の製鈍の事業に関する規則等の規定に基

づく腺屈限度等を定める告示（平成 27年原子力規制委貝会告示第8号） （以下「絲最告示」とい

う。） に定める濃度限度以下の溌度で放出する．

9-1 ・--1気体廃莱施殺の位置

造構の設施棄廃体気

]
 

2

の

一

腔

7

呻

称

年9[
-排

ヽ
ロ」

とJ
 

造

装

構

塗

記

の

ル

設

二

施

ピ

装

用

化

塗

使

塩

シ・
・
キ

2

壁

ポ

-

、
H

．．
 

．．
 

• j
 

7
 

r
天
床
・

I 
床面積 (mり i 設計仕様

ロニ-「7-2 使用施設の構造」と同

設の構造j と同じl用施設の構

＇ 造」 と同じ

！標職：人がみだりに立ち入らなと

ため、添付脅類1の 「23．廃棄施：

とおり、標識を設けるn

構 "'' 垣

（変更なし）

・表記の見直 し

及び誤記修正を

行うため。

・館記修正を行

うため。

・表記及び表現

の見直しを図る

ため。

・誤記修正を行

・うため。

．既に使用許可

甚準規則の要求

事項 を滴足して

いるが、設計ti:
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新i日対照表 応用試験棟

変更前

，本文

補 花 後

変更箇所を で示す。

変更埋由

様に標識の記載

について（／）明確

化を行うりなお、

本変更により、

使用許cr基進規

則の要求事項を

湖足しているこ

とに変わりはな

＜` 設計変更及

ぴ工事も伴わな

し‘n
9-l...3気疇乖施設の設備

鰐 9/：様 亙二
EF-2 約 460m3/mm l基

EF-3 （予備） 約 260m3/min 1基

ト・う17-1・疇・系

罰設
ク

理

ニ

管

モ

線

気

射

排
放

`

～

▲ー

EF-4 約 360m3/mm

f:F-5 （予備） 約 170m3/mm

（記載なし）―

1基

1基

9 - l -3気体廃棄旋設の設備
I 

気体廃棄設備(/)名称
I "'"．.̂’ 

拙

排気装槌

仕

挫忽箆口径： ．旦各山―

排気屈： 平均20耐／s

I四邑逸造和1の「23応棄施設旦苫すとおり、標識を設．tt.§.._
・ー・•細•--·—I .．V●●●●●● • --- | 

管理区域給排気系統を回9・・・・ l ・・・・ 2に示す。

排風棉： 5某

排風機No（管理区域用）公称能力

郊J．器系

EF-.1 

t:L-A7一ゞ系

E.F-2 

E F -3 （予伽）

ドぅイブ.ヤ系

様
·-~··· 

約堕止竺乃吐n

約 460耐/min

約 250』Imiu

1某

1基

1基

「7-3 使用施設の設備lに記載(/.)とおり

r 7 -3 使用施設の設備lに記戟(/)とおり

I 7. :J 使用施設の設俯Iに記載(/)とおり
1---·········-···•心···-····• -····---········

「7--3 使用t/t!i股の設備j に記載のとおり

1.:F----4 約 360m’/min 1基

EF・～5 （予j:jji) 約 170l11’Imin 1基

標織：添付掛類 1の [23．廃棄施設lに示すとおり、櫂識を殷ける"

・表記及び表現

の見也：しを図る

ため。

．既に使用許可

基準規則の嬰求

事項を禍足 して

し、るが、 投計仕

様に椋織の記栽

についての明確

化を行うし、なお、

本変史により、

使用許可基準規

則の要求事項を

満足しているこ

とに変わりはな

く、設計変更及

’
 

しヽ

・ロ―
-

り

り

り

は

リ

お

お

お
i

お
と
と

し
」

と

"

翌

の

の

載

戟

載

載

記

祀

記

記

．

こ

こ

・

こ

こ
~
 

―---[
 

二伽

“0

"x 
w.
＂ 

,
9ー

咤

｛
 

股

夕
理

二

備

発

管

モ

他

設

直

i

也
;
M
 

線

気

の

用

常

射

徘

そ

常

非

．

り

放

」

非

」
そ

ぴ工事も伴わな
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新旧対照表 応）ll試験棟 本文

変 更 前 補正後

変更箇所を で示す。

I 
変更理由

9 --2液体廃棄施設 9-2液体廃棄施設

9 -2..，．］液体廃棄施設の位狸 （省略）

9 --2-2液体廃棄施設の構造

□面属＾棄施設の名称 1 中蒋 造

「7-2 使

用施設の構

造」と同じ

9-2-3液体廃棄施投(f)設備
...... ---, 

液体廃棄殺備の名称

床面積 (mり
•一

「7-2 使

用施設の構

造J,J,同じ

殺計仕様

「7.2 使用施設の構進」と同じ

天井：塩化ピニル塗装

床、壁：エポキシ塗装

（記載なし）

,．＂---1 

仕 様

廃水処理設備

排水受槽

管理区域(J.)廃水系統を阿9-2-2に示す。

簿膜乾燥機、ウラン吸者設備、椿類等

（記載なし）

鉄筋ニンクリート造り，内而エポキシ塗装

20 nf : 2槽、 15in, 1楷

送水設備：水中ポンプ 3•台 SUS製

-（記載なし）

□
—
—
 

放射線管理設備

排気モニタ

その他

「7..3 使用施設の設備Jに記載のとおり

「7....3 使用庖設の殺備1に記載のとおり

I 

9..... 2 -1液体廃棄施設の位世

液:~言□戸五三「~• -設計仕様
.．＂ 

「7̂、2 使 f 7 -2 使 「7-2 使用施設の構造；と同じ

（地階） I用施設の構 用施設の棉 天井塩化ピニル塗装 I 
廃液処理室

排水受梢

その他

造」とl司じ

（変克なし）

9-2-3液体廃棄施設の設備

液体廃棄設備の名称
．． 

廃水処理設備

仕

管理区域の廃水系統を図9...:.2-2に示す。

薄膜乾燥機、ウラン吸培設備、槽類等

様

菰諏：添付書類1の「23．扉棄施設！に示すとおり、標識を股ける＂

鉄筋コンクリート造り、内面エポキシ塗装

．…ー＇ 織：添付書類1の「23巖棄旅設Iに示す

・誤記修正を行

うため。

．既に使用許可

基準規則の要求

事項を湖足して

いるが、設計f:f:

様に標識(/)記載

についての明確

化を行う。なお、

本変更により、

使用許可基準規

則の要求事項を

滴足しているこ

とに変わりはな

く、設計変更及

び:,::事も伴わな

し‘’． 

．既に使用許可

基準規則の要求

事項を満足して

いるが、設計仕

様に標識の記載

についての明確

化を行う。なお、

本変更により、

使用許可基準規

本'・・11 
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新旧対照表 応用試験棟 本文 変更箇所を で示す。
,．．．．m.  

ゅ冬< 更 前 補 正 後 変更理由

I非常用設備

I i 1 7-3 使用施設の設備」に記載のとおり

非常用設備 貝1Jの要求事項を

I 非‘常用発鼈装個 非常用発電装置 「7、 3 使用施設の殺俳Jに記載ll)とおり 渫足しているこ

| 「7-3 使用施設の設備」に記載のとおり
-- 99・ •. ・ 雫• ・ ・ ・ •• ・ー ー1•ヽ'.~--’ー ~ 響•••~-- ＇ ロー•ヽ

その他 I 7 ・”. 3 使用施設の設備j に記戟のとおり とに変わりはなその他

.,. -・・一・・----
--・-・・-・ .... ----. .. .. 一•- - I びく、丁^設しサ計も伴変更わな及．． ~一 ー・·-··--····--···················..•ー・"··-··--····•一"'... ··-•一•--•一•·-··..―

i1、0

9-3固体廃暉／桓殺 9 -3個体廃罷施設

9 --3 ・・-1固体廃廟施設の位置 （省蒻） 9 -3 1固体廃茄施設の位罹 （変更なし）

本一12
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新旧対照表 応用試験棟

変更前

本文

補正後

変更箇所を で示す，9

変更理巾

9-3-2固体鹿棄施設空堕＿猫

り＝三と造使
用施設の構

造Jと1古］じ

j
 

ぃ

ノ

い

這

る

保

室

た

す

＇

宰

し

管

管

宅

室

宰保

理

験

染

す

を

符

室

室

室

3

保

理

験

染

室

入

保

物

処

試

除

験

封

を

物

処

訳

除

入

物

に

物

陶

菓

液

劉

学

器

封

班

廃

廃

r
エ

機

に

廃

所

即

棄

液

即

学

器

即

試

“

砕

纏

直

廃

廃

(

i

機

⑬

＼

こ

年

所

⑲

(

¥

"T 
床面租 (In2) 1 

I 7 -2 使 1 「7-2

用施設の構I
造Jと同じ

．．．．．．．．．． 

設計仕様
-・--・・--・・・・・・-・・・・・・・-< 

使用施設の構造」と同じ

（廃棄物保管室）

天井、壁：塩化ビニル塗装

床：エポキシ塗装

最大保管数駄：笙塑ドラム缶換算30本個

（廃液処理室）

天井；塩化ビニル途装

床、壁；工ポキシ塗装

最大保管数蔀：笙堡ードラム缶換算4本ほ）

（工学試験室）

天井；軽最気泡コンクリート板張り

壁：塩化ビニル塗装

床：エポキシ塗装

最大保管数址：迎虹ドラム缶換算256本＇注）

（機器除染室）

天井、壁：塩化ビニル塗装

床：エポキシ塗装

最大保管数星：塑塑ドラム缶換算10本面
I 

（試験室3)

天井、墜：塩化ビニJレ塗装

床：塩化ビニルシート

ウラン系I紺1体廃棄物の仕分け作業を実施

（記載なし）

9-3-2固体廃棄施設の栴造

二ご交の名称Iif:-2造使

用施設の栂

造｝と同じ/ ―¥  
容器に封人する前の

固体廃棄物を保管ず

る場所

疇）

II 廃棄物保管宰
！ 廃液処理室

(1階）

工学試験室

機器除染室

(31昔）

＼ 拭験室．3 ~ 

111f:;~:;~:~ 
所

（地階）

院棄物保管室

廃液処理室

(1陛）

了学試験室

＼槻器除染室 ノ

~ ·・-----·-…．·-―~-~一 . -一·―ー ·・—しー I ＿ —— --・＿一＿’_一・・-・-
（注）ウラン系廃3餡物貯蔵施設及び第2ウラン系廃棄物貯蔵施設の保管能力 45(i00本の内数

床而積 (mり

「7-2 使

用施設の構

造」と同じ

設計仕様

f7 - 2, 使用施設の構造」と同じ

（廃棄物保管室）

天丼、墜：塩化ビ＝ル塗装

床：エポキシ塗装

最大保管数は：器世上ドラム缶換算30本は）

（廃液処理室）

天井：塩化ピニル塗装

床、壁：エボキシ塗装

最大保榜故祗： 2堕qL．．ドラム缶換~4 本（注1 I 

（工学試験室）

天井 ：軽倣気泡コンクリ-•卜板張り

壁：塩化ビニル致装

床：エポキシ塗装

最大保管数最： 200Lドラム缶換算256-4((It)

l （機器除染室）

夭井、登：塩化ピニル塗装

床：エポキシ塗装

最大保管数批：迎iLドラム缶換算10本 （注）

（試験室3)

天井、壁：塩化ピニIレ塗装

床：塩化ビニルシート

ウラン系固体廃棄物の仕分け作業を実施

I 
I 標識：人がみだりに立ち入らないようにするた

l __,.......... ___LJ め、細匹1の「23．廃棄施設」に示すとおく

— 9• ~...··—- | ＿り→＿摂璽を蜘ぶ＿．•-一-~•”‘畑••`”.，．．―-••―--．j 
（注）ウラン系r径紫物貯蔵施餃及び第2ウラン系廃莱物貯蔵施設の保管能）J45 600本の内数

・ S I単位への

表記に記戟を統

ーするため。

．既に使用許可

基準規則の要求

喋項を満足して

いるが、設計仕

様に棟識の記載

について(/)明確

本一13
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新In対照表 応用試験棟 本文

変更前 捕 正 後

変更箇所を で示すっ
| 

変更理由

化を行う，なお、

本変更により、

使用許可基1り規

則(l)婆求事項を

滴足しているこ

とに唆わりはな

く、設計変更及

び工事も伴わな

し、n

t) - 3 -•- 3同体廃括施設の設備

醗廃窮設備(/)名称 1 

戸．風速： 0．5m/s以上

仕 様

フード

（試験室3)

放肘線管理設備

排気モニタ [「7 ;; 使用施股の設側に記載のとおり

その他 「7..3 使用施設の股僅に記載iJ)とおり
'̂,,＂.、".... --̂,．、..

非常用設備

非常用発噛装樅 「7-3 使用施設の投伽；に記載のとおり

その他 I. 7 -3 使用施設の設備j に記載(1)とおり

9-3-3固体廃棄施設の殺僻
--•.-•• •—• ●●●●●い●●●●●●．．．．．．ー•い］

固体廃棄設備の名称 仕 様
."' 9-’J•* 9,．，、“•V9..-J9.＂. -•一· •- 9,. ，、，ヽ9 9.、,.,..・-・ -...... - •• --...... ・-,. --・・・-・・ -·..•一•"•一•一一

フード 這

（試験室3) 風速 0.5m/s以K

放射掠管埋設備

排気モニタ f 7 --3 使用施設の設備Jに記載(1)とおり

その他 「7-3  使用施設の設備lに記載if）とおり
--・--・・-・・--.. -・・--』- •--- ，． ．～ -•• • --’" --,．． •• `’｀ヽ•‘’’·--ヽ-・• • •-9 ● • - - -

非常用設備
非常用発高装置 「7--3 使用施設の設備」に記戟(/)とおり

←—•-•一— ·•---•-- -•••9』--•.. ...., •--•— ―̀――--＂--···--·一· •—•…--- •_,.....--―,-••一

その他 17-3 使用施設の設備」に記載(9)とおり

・表記及び表現

の見直しを図る

ため。

木-14
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新1日対照表 応用試験棟本文図面

変 更 前
U- - ． ~~• • - - - -•ヽ・・

2霰～ l 3糀

室

居室

地殿 地陀

1階

（凡例）にご3密理区填

図7-3-1 フード等配置図

木区ー 1

変更箇所をCニニニうで示す。
補正後

居至

1階

（凡例）にごこ］管坦区域

図7-3-1 フード等配濫図

I 

変更理由

・表現及び扉の
見直しを図るた
めし

•平成21年の許
可以降に事業縮
小により設懺出
来ていない工学
試験室のフード
2基を削除す
る。なお、使用
許可基準規則に
適合性を要求さ
れる設備ではな
いため、変更後
も安全上に影醤
はない。また、
設置出来ていな
い設備の記載の
削除であるた
め、本変更は設
計変更及ぴ工事
を伴うものでは
ない。

<239>



新旧対照表 応月）試験棟本文図面

ヤ

IJ
ぇ

n更変 捕正後

変更箇所をCニニニつで示す。
I 

変更理由
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9999999 
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図7-3-2 ！非気モニタの配骰図

:.iD(!攣

図7-3-2 拮気モニタの配造図

： 
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•、 ・・

本凶 •- 2 

2 松
9..i• 9 9.99 

（凡例）9 ＇ 9 管理区域
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新旧対照表 応用試険棟 添付微類 ） 変更箇所を で示す。

変更 前 補正後 変更理山

"● 

J. 閉じ込め(})椴能 1. 閉じ込めの機能

, ... 
｝第二条 使用施設等は、放射1生物質を限定された区坂に適切に閉じ込めることができるものでなけ 第二条使用施設等は、放射性物質を限定された区域に適切に閉じ込めることができるものでなけ

- -．l lLればならt：;‘ - ”ーロl ればならないc

I. l 概要 （省略）

l.2 換気設備 （省略）

i. 3 管理区城

本施設の廿理区域内において放射線業務従事者が遅守すべき一般的原則を次に示す，

(I) 怜理r天城 への立入りは所定の世込旦（以下 I指定出入口lという．）のみを使用し、他の出

碑は寮急II寺及び特別の許可のある局合以外は使用しない。

(2) 管理区域外へ(l9)送出の際には、指定出人口に設椴される退出ーモ三之により汚染を検査し、 異

常のないこと を確認した後に迅出する．

(3) 管理区域へ立入るための必嬰防護装偏は、 作業衣、作業靴である2 これらの防護装俯の沿

脱は原則として更衣室において行う．その他作業内容に応 じてゴム手袋等を使用する。

(1) 管理区域内で使用する防護装偏、作業衣等は． 管理区域外では使用しないc

I. J 概要

I. 2 換気設備

I. 3 管理区城

和庖殺(/)符理区域内において放射絲業務従事者が；登守すべさ一般的屎貝l」を次に示す＂

（変更なし）

（変更なし）

(I) 管理区城への立人りは所定の出入込旦 （以下！指定出入口j という.)のみを使片lし、他 ・表現II.)見瞑 L.

の出入 り口は緊急時及び特別の許・叩Iのある褐合以外は使用しない，＇ を図るため，J

(2) 管理区域外への退出の院には、指定出入口に設屈される退出圭三夕又はサーペイメニニ乞に ．既に使用施設

より汚染を検査し、異常のないこと を確賂した後に退出する。 の位置、樗造及

(3) 管珊区城へ立入るための必要防謹装備は、作業衣、作業統である。これらの防謹装備の智 U唸受備の基湘に

脱は原則として更衣室1こおいて行う。その他作棠内容に応じてゴム手袋乞らを使用するの 関する規則（以

（4) 管理区域内で使用する防誰装備、作業衣等は、管理区城外では使用しない。 下 l使用許可某

派 1-l

準規則J とい

加 ）の要求班項

を満足している

が、汚染を検査

する股備につい

て、 サ・・ーペイメ

ータを用いる坊

合もあるため、

サーペイメーク

を追記し明硫化

する。。なお、本

変更により、使

用許可基準規則

の要求事項を滴

足しているこ と

に変わりは な

く、設計変更及

<242>



新1日対照表 応用試験棟 添付粛類 1 変更箇所を で示す。

変 更 前 補 正 後 変更理由

ぴ工事も伴わな

"‘‘’ 

(5) 管理区域内で作業を行う者及び一時立入 りを許可された者は、 工上旦ら之之を装若する．，

(6) 管理区域内での飲食及び喫煙を禁止する。

(7) 管理区牧外に物品を搬出する拐合には、必ず搬出サーベイを行い、汚染のないことを確認

した後搬出する。

2.遮蔽

ご 用施設等は、 放射性物質からの放射線に対して適切な速蔽能力を有するも(/.)でなければな

らなし‘‘’ J 
2.1 概要 （省llf.i)

2.2 実効線星の評価

(J) 評価条件

評価対象は、放射線業務従夢者の実効線批については固体廃棄施設、 管理区眩境界の実効線

摂については 「固体廃果施設のみの室J及び 「固休廃棄施設のほか核燃料物質の使用施設や液

休廃棄施設がある室Iとする。線源はウラン粉末又はウラ ン溶液の球及び円柱の線源が存在す

るものとする。線源物質デーク、遮蔽物質データ、線源強度、腺源から評価点までの距離を基

に計算コー ドQ AD(l)(l]を使用して求める。線源スペク トルは計算 コー ドORIGEN'”を使

用して求める。

①放射線業務従事者の実効線盈

ドラ

ム缶表面から 堕四］）距離で 1ti 3時間、年間 750時間 (50週）の作業を行うもの とする。評

価に用いた条件を表 lに、計冥モデル概念囮を図 1に示す。

②符理区域境界の実効線搭

両体廃棄施設のみの室は、機器除染室及び廃棄物保管室である。

核燃料物包で汚染された放射性廃棄物を収納した ドラ ム缶 1本を作業場所へ運搬し、

(5) 管理区域 内で作業を行う者及び一時立入りを許可された者は、 個人絲量計を装芯する．

(6) 管理区城内での飲食及び喫湮を禁止する，

(7) 管理区域外に物品を搬出する楊合には、必ず搬出サ-—ベイを行い、汚染(!)ないことを確認

した後搬出す る。

2.遮蔽

・・・- ・ 
第三条 使用施設等は、 放射性物質からの放射線に対して適切な遮徹能力を有するものでなければな

らない3 ］ 
2. 1 概要

2.2 

(1) 評価条件

実効線砒の評価

（変更なし）

・許可の変更で

はあるが、既に

保安規定変更認

可（令和4年 12

月 20 日付け原

規規発第

2212203号）を受

けて規定済みの

個人線最計の稲

類を特定しない

記叔への変更の

内容と整合を園

るため．

I固体廃棄施設のほかに伎

評価対象は、 放射腺業務従事者の実効椋位については固体廃棄施談、筈理区域境界の実効絲

他については頃体廃棄施設のみの室J及び「固体廃棄施設のほか核燃料物質の使用施設や液

体廃疵施設がある室」とする。線濡はウラン粉末又はウラン溶液の球及び円柱の練源が存在す

るものとする。線源物質デーダ、遮蔽物質データ、線源強度、線源から評価点までの距離を基

に計算コー ドQAD(1)（3)を使用して求める。椋源スペクトルは計算 コー ドORTGEN(”を使

用 して求める。

① 放射線業務従事者の実効腺函

核燃料物質で汚染された放射性院棄物を収納した ドラム缶 1本を作業楊所へ運搬し、ドラ

ム缶表面から 19．竺L(/）距離で 1日3時問、年間 750時問 (50週）の作器を行 うものとする。評

価に用いた条件を表 liこ、 計算モデル概念図を図 1に示す。

② 箸理区域境界の実効線依

固体廃雖施設のみの室は、機器除染室及び廃稟物保管室である。 「固体廃棄施設のほかに使

・表記の見直し

を図るため．

蔀 1-2
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新l日対照表 応用試験棟

-1 
”ヽ.,.

六

H更変

添付蓄類 1

補 正 後

変更箇所を で示す。

変更理由

用施設がある室j は試験室3及びL学試験室であり、 「固体廃窯砲設I/)ほかに液休廃蕪施設

がある室」は、廃液処理室であふそれぞれの室における各砲設の個別(})各種評価対象物で(J)

ウランの性状、取扱煉、遮嵌物牧及びその限さ並びに個別の各種評価対象物のある室の位涸

邸 駆ljの各種評価対象加）室内で(/)配営を考慮した．l久．で、管埋区域境界` まで(J)距雛を算出

し、管理区域境界での実効線・紙をそれぞれ評価すもその結果、個別の各種評価対象物(1.)管理

区城境界での実効線拭の合計が最も大きい室は，工学試険室であり、工学試験室についての

詳細な評価を示すてなお｀線長を評価するに当たり、他室から (J)寄与は、登等による遮敲効果

及び評俎Ii点までの距離があるこ tかち、考應しない。工学試験杢は、固体廃棄胞設及び使用施

設の中で、ウラン裕液蒸発澄縮設備ll.）実効線批が蔽大であることから、木設伽からもっとも

近い佳屋内傑を管理区域境界の実効線屈(I)最大の評価点とし、他の固体廃棄施設及び使用施

設からの実効腺款の寄与を含めて窮出した。評価点とする壁は、窓があり壁(f)遮薇は考慮し

ないため、内壁面とした、，評価に用いた条件を表 2に、計算モデル概念図を図 2.1及び図 2.2 

に示す5 また、管理区J成坑界における実効線藷(/)最大評価点を図 3に示す．

t学試験室の固体廃傘施設については、個別評価対象物を保管するドラム缶とし、ドラム缶

表面から最大評価点となる内樫までの距雛をL猛盆塁（図;!.I中(/・)fe,、図：t中(/)⑤から最

大評価点までの距丹It)とする、、

工学試験室の使用施設における個別評価対象物は、打littiシステム試験装骰、ウラン溶液蒸•発

滸縮設備及び溶融塩＇誼解試験・酸化処理装翌内のフード盆個 (TIO、G!J・l)である。抽出シス

テム試験装撹については、装匝を設龍していなた•ドパネル表面から最大評価点となる内偲

まで(/)距離を匝些円（図 2.2中の ICI 夜`13中の②から最大評価ぶしまで(f)距陥）とする。 ウ

ラン沿液蒸発濃縮投仰については、ウラン／葵紺液受椿衷lfiiから最大評価点となる内位きまでll)

距陪を迎匙旦（図 2.2中(/)「cJ、図3中の①から最，り評価点までの距！推）とする。溶忍梃電

解試験・酸化処理装随内(/)フード 2個については、フー 1•'表面から飛）く評価点となる内壁ま
での距離をそれぞれL迎虹竺 (T-10:位］2.I中の le」、岡 3中(/.)③から最大評価点までの距

離） I600cm (GB 1：図 2.l中の国、因 3中(/)Q)から袋．大評価点までの距離）どする。

表 1 放射緑業務従事者の実効腺菰0)評価に用いた条件
“-．．．・ ・・ • • • •• ••• ••• ” " 雪會--● -會.・ -..._ ---------~-！評価条件

腺源物質•7,—'→タ

評価対象腺源

考慮する速蔽体の

材質、密度、厚さ

酸化ウラン一堕g

! (U: 0汗 7.44 : K幽 • .l• 1 ：位）

ウラン及びその盤墜登から(J)'Y§崩

-··ー、ロ・~．＾ー・~．．＂• ～ ~ • O•いi

―--•ヽゞ •- ～---1 

鉄： 1．2"んi 息（ドラ、ム缶）

用施設がある盗！は試験室 3及び」竺学試験’屯であり、 「固体廃無庖設(J)はかに液体廃棄施殺

がある室Jは、廃液処理室である，それぞれの室における各施設の個別の各種評価対条物での

ウラン(/)性状、取扱砒、 遮蔽物践及びそのI駐さ並びに個~別の各稚評価対象物のある室の位固

並廷に個別の各種評価対象物(!)室内での配院を考慮した上で、評理哀城境界まで（l）距離を筑出 ・表現(/)見直し

し、管理区域境界での実効線最をそれぞれ評価する、、その結果、個別の各稲評価対象物の秤理 を図るため。

区城境界での実効蒋灌の合計が最も大きい室は、 T．学試験室であり、工学拭験南についての

詳細な評価を示す。なお、綿藷を評価するに当たり、他室からの寄与は、碇等による遮蔽効果

及び評価点まで(/)距離があることから、考感しない。 T埒咄嘩室は、固体廃畢施設及び使用施

設(/)中で、ウラン溶液蒸発濃叩躙の実効線羅が娘大であることから、本設備から最も 1 ・表現(l)見直し

近い珪冤内壁を管理区城境界の実効腺拭の最大の評価点とし、他の固体廃棄施設及び使用施 を図るため0

設からの実効線最の寄与を含めて算出した。評価点とする壁は、窓があり壁(})遮蔽は考應し

ないため、内壁而と Lた。評価に用いた条件を表 2に、計算モデル慨念同を図 2.I及び図 2.2 

に示マにまた、管理I沿呟境界における実効腺紐の最．K評価点を図：｝に示す，9

工学試験室の店体廃罪施設については、個別評価対象物を保管ずるドラム{Iiと1,、ドラムiii・

表面から最大評価点となる内礎までの距離を 1122 cm （閃~ 2．1 ll'の lC」｀図 3中の（t,）から最 ・表記の見直 l.~

大評価点までの固祖）とする。 lを図るためJ

工学試験室の使用施設における個別評価対象物は、抽出システム試験装屈、ウラン溶液蒸発

濃縮設備及び溶融塩屯解試験・酸化処理装阻内(/)フヽ—•ド旦基(T10、 6B•1) であな抽出シス

テム試験装脱については、装置を設憧しているフし→ドバネル表面から最大評価点となる内聖

までの距離を 659cm（固 2.2中(/)rQI ｀図 3中(!)@から最大評価点までの距離）とする。ウ

ラン溶液蒸発澄縮誤備については、ウラン湊縮液受槽表面から最）く評価点となる1杓壁までの

距離を 208cm国 2.2中 の い 、 回 3中の(i)から最大評価点までの距碓）とする。溶磁塩電

解試験，酸化処理装置内(t)‘,7ャ～ド2基については、：7ード表面から最大評価点となる内整ま

で(/)距離をそれぞれ、 1500 cm (1'・10：廊 2.l中(}9) fe」、岡 3中の③から最大評価点までの距

離） 1 600 cm （皿~l: 図2.1中の「CJ 、図 3中(l)④から最大評価点までの距殿）とする，9

--
――-

`••----～ 
椋源物質データ

i評価対象腺源
I 

l考慮する遮蔽体の

1．材質麟、双さ
•~ 

表 l 放射腺業務従事者の実効腺抵の評価に用いた条件

評価条件

酸化ウラン上堕土
出 l

(U : o,~7. 44: l唱止＂ ：土）
"'"―→''  

ウラン及びその子孫核稲から(/)y線 ・誤記修JI:．のた

鉄： ・乙立」；な世しを、g口（ドラム缶）

l 
＇・表記の見直し

を図るため，

. I I II)。

、 ・• 

禄； 1-3

<244>



新旧対照表

変更前

応‘用試験棟 添付苔類 1

後E
 

.
I
 

捕

変更箇所を ＿で示す。

変更理由

：ウラン粉未：球絲源 半径L立選

；絲源物質 ：液化ウラン盆ムぎ'
．ー・・・・・

i 線最換箕•係数 ：ICRP Pub. 7杷データの値

※ 1 :応用試験棟の固体廃棄物搬出先であるウラン廃棄物処理施設で(/)ドラム缶 1本些た2.(/）実測値

に基づき保守側に設定した値30gu1本を使用

如：品析製品転抱後の燃料製遠適応性評価's)より、酸化ウラン粉末(l)密度は l.O~;!,_Qg／直程度であ

ることから、木評価では酸化ウラン粉末の密度を盆ム世とする（表2中も匝）

表2 管理区域境界の実効線屎の評価に用いた条件

三三[|個別含玉` I評価粂件

、 ドラム｛fi（固1本廃棄施設内）
•一．．．．＾＂．＂酸化ゥーデジ― 8712. 3g 

‘~r  (U : 0翌・ 44 : l=7 680g;9,.▲: 1 032. 3g) 

線源物質デヽータ

評価対象線源

抽出システム試験装岡 ウラン 105kg （堕饂心碑呵

ウラン溶破釦8函涵面―--- 1 ウラン 280kg （ 喫 直'4X幽仁）

溶融塩篭解試醗酸化処理装領内(f) 酸化ウラン L且位
フード這！ ！ （U．0:-7, 44: 1一旦露":暉）

さラム缶（固休廃｀誰施設丙丁
同証iジ支〒謬
ウラン溶液北溌
聾塩窺解試験
ノート 2

Iドラム缶（固体廃棄施設内）
•-.......“' 

考應する遮蔽体の，
け出出システム試褻装屈

材質、密度、原さ Iウラン溶液蒸発渫縮設備

，ウラン及びその盤壁腫からq乃線

] v· —、-“・へ・ V J ,  

！無し;!•? （図 2.2中 fx」無し、

Iステンレス領（受柑；図 2,2,-
直 0.4cm（図2.2中「b」)
フード遮腋考瑯せず洲（図 2.I叶
「b=O」)
ウラン粉末（図 9 1中 1Zj) ： 
半径 10.1cm （図笈． 1中「a/2J)

鰐讐・（貫覧誓内空i
半径堕』四（図 2.2中 '.a/2」)
年 62.8cm （図 2．2中「d|） '

て）すら:̂ ．醒麟i..|
半径47.5cm（図 2．2中「a/2.i)
高さ 113.0ca（図 2.2中 面 ）

:/直
r1中；z」） ：球線源

半径5.1cm（図 2.l中 1a/2」)
綿源物百―：醗1立クラン 2H1直

細批換算係数 ：ICRP Pub. 74")データ
0)値

Xj) : 7. 2g/c:ril 

ドラム缶（固体廃棄施設内）

抽出システム試験装翌

線源領城(/)モデル
化

綿源領域のモデル化
ウラン粉末：荘線源 半径Li四
線源物質 ：酸化ウラン互釦互炉2

遮蔽定数 線批換算係数 ・ ICRP Pub. 7 4 1•)デークの値

※ 1・応用試験棟の固休廃禦物搬出先であるウラン廃棄物処理施設で(/)ドラム缶 1本当迄旦0.)実測値

に基づき保守側に設定した1直堕g並杢を使用

※2:品析製品転換後の燃料製造適応性評価(5)より、酸化ウラン粉末の密度は 1.0~3.0g／叫程度であ

ることから、本評価でぱ酸化ウラン粉末の密度を五旦＃とする（表 2中も同J:c)

一‘-—--

評価対象線源 ウラン及びその王孫核種からの y線

ウラン溶液蒸発淡縮設備

溶融塩電解試験・酸化処理装閤内(/)
フヽ ード2堡

遮蔽定数

諒源物質データ

表2 管理区城境界の実効線最の評価に用いた条件

三 ）

考慮する遮散体の
材質、密度、厚さ

船原領域のモデル
化

;;：＇竺／雰；；；；：内） ー ・--1翌；竺・ （空：［：；：／／ミ10)」）L2 
亡

） ：球線源
・2」)

ラン2 / 
2,l.9 iz」¥-: I 

） 

.• ~ -

上（図2.2中 勾2J0) 
113.0c口（図 2.2.中「di)

ドラム缶（同体廃棄施設内）

抽出システム試験装置

・表記の見直し

を図るためn

・表記及ぴ表現

の見直しを囮る

ため。

・表記の見直し

を図るため。

・表現の見直L

を医るため。

・装呉記修正のた

め。

ウラン溶液蒸発湊縮設備

ウラン粉末（図ii中―|z」) ：球森源――

謬贔畠討農訂溢
線蚤換算係数 ： lCRF Pub,7炉データ
の値

稲 1-4
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新旧対照表 応用試験棟

変 更前

溶琺塩祀解拭殷・破化処理＇他内の

9．ヽ・乙．ード2個 ・"～ ~― 
※l ：堕糾！本x工学拭険室の最大保管数凪 256本＝7680叫

一••一• . 9 

※2:抽出システム試験想定最大沼度

郷 l:抽出シフ．テム試歌装脱括液楕容屈

姐：ウラン蒸発澄縮時の想定最大浪度

;i15 ：ウラン涙舘液受惜容砒

※6:各フードでの想定最大使用最

切： 抽出システム装漑の系統内にアク リル材を使用する邪分があるため、装泄木体の遮蔽は考應しない

※8:各フードには開口部があるため、フー ドによる遮蔽は考慮しない

・図 '1 放射線業務iit1t者の線砒計箪モデル慨念図

・図2.］ 管理区域境界(/)腺・薮計税モデル概念図

・ @ 2.~ 特理夜域境界の線凪吾t深モデル概念図

・図3 管理区域塊界の線殷評価に用いる腺源配阻と評価，点

（2) 評価結県

（省略）

（省略）

（省賂）

（省路）

放射條業務従事者の実疇恥 lfl （辿）で0.6/.ISv、1年1!11（巫也） で0.1西 となり、

腺母告示に比べて十分低い。

怜理1双城境界で(/,l実効腺救(I)合計が最も大きい丁？辟式験室における個別評価対象物リ）笠理I必

域境界での線駆率は、 ドラム缶（固体呪棄施設内）で2.2X1Q立L釣V&、抽出システム試験装匠

で l.4X旦立S．直、 ウラン溶液蒸発浪粘荻俯で1.4μSv/h、溶廂塩鼈解試験 ・酸化処理装翌内

(/)：フ~” ド2』且 (T-10、Gl¥・lの合計） で3.9 X且どL込凶Lであり、 それぞれ(J)合計で 1.6μSv/h 

となり 500h/3月で評価した結果、 0.8mSv/3月となり、線駐告示に定める管理区域境界での

実効線泣である l.3 111Sv/3月を超える ことはない。

添付苔類 l

捕 正後

蛮更筒所を ＿で示す。

変更理由

・厚竺應閉羹紐・酸化処理装竺予I ．___J  ・表記の見直し

※l:□I本x工学試験釦．）最大保笹数最 256本＝1 墜 盛 1を図るため。

※2:抽出システム試験想定最大濃度

※3:抽出システム試験装憬給液惜容函

※4:ウラン蒸発溌縮時(/)想定最大浚度

※5 ：ウラン深縮液受惜容屈

※6:各フー ドでの想定最大使用翫

※7 : :/1I！出システム装置(T)系婉内にアクリル材を使用する部分があるため、装匿本体(/)遮蔽は考慮しない

※8:各フードには開r.I部があるため、フードによる遮厳は考應しない

・図 1 放射綿業務従事者の線倣計滋モデル概念似］

・団 2.1 管理区城境界の綿散計算モデル概念図

．囮2.2 管理区域境界の腺盤計算モデル既念図

・図3 管理区域境界の線低評価に用いる線源紀骰，と評価点

(2)評価結果

（変更な し）

（変更なし）

（変更なし）

（変更なし）

放射腺梁務：従事者の実効線・駄は I1., (;L.h) で~~.>:.、 1 年間 （互しh) で見L座エとなり、 ・表記及び表現

綿最•告示に比べて十分低い、 の見直しを図る

管狸区域境界での実効線披の合計が最も大きい工学試験杢における個．SI)評価対象物(r)管理ll. ためs

域境界で(/)線凪率は、 ドラム缶（固体廃棄施設内）で 2.2X 1.o•3 μSv/h、抽出システム試萩装岡

で 1.4XLO.-1μSv/h、ウラン溶液蒸発漿縮設備でli.M.全1h、溶融塩電解試除 ・骰化処珊装碓内

のフー ド旦基 (T・lO、GB-Iの合計）で 3.9X!Q●●’μ Sv位 であり、それぞれの合計で 1.6 μ Sv/h 

となり、 500h/3月で評価 した結果、 0.8mSv/3月となり、純螢告示に定める管理区域境界で(/)

炎効線炊である I.3 mSv/3月を超えることはない。
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新If]対照表 応用試験棟 添付帯類 1 変更箇所を で示す。

変 更 前 補 正 後 変更理由

3.火災等による捐｛加の防止

1第四条 使扉為設等は、火災又は燦発によりそ•¢冠c全性が損なわれないよう、火災及び爆発の発生を
防止することができ、かつ、火災及び燥発の影容を軽減する機能を有するものでなければならな

3.火災等による捐｛名の防止

； 損なわないものでなければならない。， 

vヽc 

2 施設検査対象廂設には、火災又は燎発によりその安全性が捐なわれないよう、前項に定め

るもののほか、消火を行う設備（以王 「消火寂備j という:)及び早期に火災発生を感知する設

伽を設けなければならない。

3 消火設備は、破損、誤作動又は誤燥作が起きた場合においても安全l：直要な施設の安全機能を

第四条 使用施誤等は、火災又は燦発によりその安全性が損なわれないよう、火災及び爆発の発生を

防止することができ、かつ、火災及び爆発の影堺を軽減する機能を有するものでなければならな

し9U 

2 使用前検奔対象施設には、火災又は燎発により•その安全性が損なわれないよう、飾項に定め

るもののほか、 消火を行う設伽 （次項において 「池火設備Jという。）及ぴ早期に火災発生を

感知する設俯を設けなければならない。

二火設備は、破損、製作動又は誤操作が起きた鯰合においても安全這要な施設の安全機能を

損なわないものでなければならない↓9

3. l 

3. 2 

火災防IK対策

煤発防止対策

本施設内で燥発事故の可能性がある(/)は、可燃性有根溶媒を使用する作業に限られる。危険物

一般取扱所である工学拭験室内(J)抽出システム試険装厩では火気を使用しないとともに、可燃性

有機溶媒座毯と堕1：：：フー ド内を換気すること で燥発、引火を防止する．

また、工学試象室以外の試験室(J)フード内で使用する可燃性有機溶媒は、第四類少紐未満危慇

整制限菰以内で取り扱うとともに、フード内を換気する ことで爆発｀引火を防止する。

3 3 

3.4 

火災の拡大防止対策

放射性廃菜物の火災防止対策

4.立ち入2．．の防止

一

（省略）

（省略）

（省略）

（省略）

！ 

！第五条使用施設等には、人がみだりに管理区域内正五；入らないように壁、憫その他の区画物及びI
標識を設けなければならない。

2 使用施設等には、業務上立ち入る者以外の者がみだりに周辺藍視区域内に立ち入ることを制

限するため、 当該区域の境界に棚その他の人の侵入を防止するための設備又は標識を股けなけ

ればならない。ただし、当該区域に人が1tち人るおそれがないことが明らかな場合は、ごの限

りでない．

3
 

3.2 

3. 3 

3. 4 

火災防止対袋

燥発防止対策

火災(/)拡大防止対策

放射性廃棄物の火災防止対策

4.立嬰の防止

（変更なし）

本施設内で爆発湛故の可能性があるのは、可燃性有機溶媒を使用する作業に限られる。危険物

一般取扱所であるJ；学試験室内の抽出システム試験装骰では火気を使用 しないと ともに、可燃性

有機溶媒を取扱うときはフード内を換気することで燥発、引火を防止する．

また、 工学試験室以外の試験室のフー ド内で使用する可燃性有機溶楳は、第P.t1類少最末滋虚医

物彦制限・屈以内で取り扱うとともに、フー ド内を換気することで燥発、引火を防止する．．

（変更なし）

（変更なし）

（章起のみ変更）

第五条使用胞設等には、人がみだりに管理区域内に立ち入らないように壁、梱その他の区画物及びI 標戚を設けなければならない。

' 2 使用諾狡等には、業務丘ち入る者以外の者がみだりに周辺監視区域内に立ち入ることJ
限するため、当該区域の境界に栂その他の人の侵入を防止するための設伯又は標謡を設けなけ

ればならない。ただし、当該区域に人が立ら入るおそれがないことが明らかな場合は、この限

りでないc
．． 

・使用施設の位

位、構造及び設

備の基準に関す

る規則の改正

（令和 2年 4月

1日施行。以下、

変更理由におい

ては 1・法令改正」

という。）のた

め。

・表現の見直し

を図るため。

・法令改正のた ，．

め．
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新1H対照表 応用試験棟 添付帯類 1

．
 

9
1
 

ぇ
H更変 補 正 後

変更箇所を で示すa

変更理由

5. 自然現象による影芯0)考描． 5． 自然現象による影3品の考［恩

{•第六条 使用施殺等（施設検査対象施設は除く C)は、想定される自然現象による当該使用施設等・、(j）

； 影営を適切に考應したものでなければならない。

5. l 施設の地盤 （省略）

5. 2 地痕による損{g(}）防しI: （省略）

5, 3 浪波による即如，•l防ii:

本施設は、核燃料サイクル」こ学研究所(/)北側中央部に位隧し、悔岸から約堕也n、海抜約邑

i(j)J＃所に設樅しているため、油波・高潮による被害を受けるおそれはない。

；第六条 使用施設等（使用前検査対象施設は除く。）は、想定される自然現象による当該使用施設等へ

i (/）影都を適切に考應したもd)でなければならない。

5. 4 外部からの衝繋による損•｛笛の防ll:

本施股は、建築甚準法に従い風/£力、梢雪等0)外）］も考感．した設計を行っており、台風や楼酋

等による被寮を受けるおそれは少なし＼，

また，応用試験棟近傍には比較的大きな・ー級河川~: Lて久慈｝IIと新川があるが、久慈川は北方

に約互上旦離れており、新川は水最が少ないため、河JII(}．)氾淮による洪水のおそれはないc

6．核燃料物質(})臨界防止 （省略）

第七条 脆股検査対象施設は、核燃料物質が臨昇に達するおそれがない、I::うにするため、核的に安全

な形状寸法にすることその他の適切な措磁を講じたものでなければならない、9

2 瓶設検査対象施設には、臨界笞報設備そ（T)他(/)臨界事故を防止するために必要な設備を設け

なければならなし‘9

5. I 施設の地盤

5. 2 地震による似｛節の防止

5. 3 津波による損似(1)防止

本施設は、．核燃料1)•イクル工学研究所（／）・北側中央部に位渡し、海序から約堕L旦、海抜約邑且
1を偲るためC

.＿m..<l）現所に設置しているため、津波・商渕による被杏を受けるおそれはない，ャ

（変更なし）

（変更なし）

・法令改．il:•(l）た

め。

5. 4 外部からの衝繋による捐傷の防11:

本施設＇は、建築基準法に従い風庄力、積匹等 (j)外力も考慮した投計を行っており、台風や栢営

等による被害を受けるおそれは少ない。

また、応用試敦棟近傍には比較的大きな．”級河川，\:して久慈ii/L• 新川があるが、久慈J I f は北方

に約E．担n-離れており、新川け水気が少ないため、河川の氾湮による洪水のおそれはないc

6.核燃料物質(/)臨界防ti:. （規則条文のみ変更）

' i第 I:;条使用餓検査対象施設1`よ核燃料物釘が臨界に達するおそれがないようにするため、核的に安 i
! .全な形状寸法にナることその他の逸切な措屈を諸じたも(f)でなければならない。

l 
1 2 使用前検査対象施設には、臨界警報設備その他の臨界事故を防止するために必要な設備を設

けなければならなし‘•

・表記の見直し

・表記の見直し

を図るため．

・法令改、19.：（Iー）た
め，>
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新ln対照表 応用試験棟

変 更 M‘’ IJ 

‘"” 
7.施敗検査紐-鵠挫の地盤 （省略）

八条施設検査対象施設．

ち、地震の発

は、次条第二項(/)規定により算定する地震力（安全樅能を有する諮盤のう

への影営の程 に大きいもの （以ヱ育惰虚要施設」という，）にあっては、同条第三項

の地震ヵを含 が作用した拐合においても当該施設検査対象施設を十分に支持する、ごとが

できる地盤に ければならない。

2 i甜震黛要 、変形した楊合においてもその安全機能が損なわれるおそれがない地盤に設

けなければ

3 耐震菫要

3 地震による損

し¥,

、変形が生ずるおそれがない地盤に設けなければならない。 ・
--····．`｀● ‘^疇 響•~•

偽の防Jk （省略）

対象施叢は、地震力に卜分に酎えることができるも(/)でなければならない。

震力は、地震の発生によって生ずるおそれがある施設検査対象施設の安全機能の喪

第九条施股検査

2 前項の地

失に起因す

3 耐震重要

よる加速度

ばならなし

4 耐落屯要

能が損なわ

る放射線による公衆への影唱(J)程度に応じて算定しなければならない．

施設は｀その供用中に当諒耐慇堂要施設に大きな影等を及ぼすおそれがある地痕に

によって作用する地菜）Jに対して安全槻能が捐なわれるおそれがないものでなけれ

『9

施設は．前項(J)地裳の発生によって生ずるおそれがある斜面の崩壊に対して安全機

れるおそれがないものでなければならない。
^ ~ `~̀ 9̂  

9.津波による投傷(/)防止 （省略）

...,●一••一 T-^ ’ •--1. ・ ・ •-・ー・•一

毬せ迎藷忍は、その供用中に当該施設検査対象施設に大きな影響を及ぽすおそれがあ第十条施設検査対象施殺：

る泄波に対寸して安全樅能が損なわれるおそれがないも(/)でなければならない
•----•- ・・・・--』~”・~＾臀皐'‘`

添付吾類 1 変更箇所を で示す。

補 花 後 変更理由

7.使用前検j臣柑象見籍との地盤 （章賄及び規則条文のみ変更） ・法令改正のた

め。

第八粂 使用前検査対象施設は、次条第二項(/)規定により算定する地怨力（安全機能を有する堡昂凱

検査対象施設のうち、地震の発生によって生ずるおそれがあるその安全機能の喪失に起因する

放射線による公衆への影悽(I)程度が特に大きいもの（以下この条及び次条において「耐猿重要

施設」という。）にあっては、同条第三項の地震力を含む.)が作用した楊合においても当筵

使用前検査対象施設を十分に支持することができる地盤に設けなければならない。

2 耐痕重要施設は、変形した揚合においてもその安全恨能が損なわれるおそれがない地盤に設

けなければならない。

3 酎痰重要施設は、変形が生ずるおそれがない地盤に殺けなければならない。

8. 地裳による損侶(/)防止 （規則条文のみ変更）

第九条 使用前検査対象施設は、 Ii揺象りに十分に耐えることができるものでなければならない。 ・法令改正のた

2 前項(/)地准力は、地店(/)発生によって生ずるおそれがある使用前検査対塾艇設の安全樅能{/) めっ

喪失に起因する放射線による公衆への影噛(J)程度に応じて策定しなければならない。

I 

3 耐震誼要施設は、そ(/){Jt用中に当該耐焙重要施設に大きな影噛を及ぼすおそれがある地震に

よる加速度によって作用する地腐力に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなけれ

ばならない，

4 耐震諏要施股は、前項の地裳の発生によって生ずるおそれがある斜面(/)崩娯に対して安全機

能が掛なわれるおそれがないも(/)でなければならない，

9 津波による損俄の防止 （規則条文のみ変更）

第十条 使用前検査対象施設は、その供用中に当該使用前検査対象施設に大きな影帯を及ぼすおそれ
・法令改花のた

がある泄波に対して安全機能が損なわれるおそれがないも(/)でなければならない。
め。

`• ・ • -----• ^ -・ ・ ・ • ·• •』ヽ · • 9● •』---• • •• -• • 

' ~ 
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新旧対照表 応用試験棟

変 更 月り

10. 外部からの衝椋による担俗の防止 （省賂）

第I・条 施設検査対象施設は、想定される自然現象（地震及び津波を除く．次項において同じ')

が発生した場合においても安全桃詣を損なわないものでなければならない，

2 安全上蛍要な施設は、当誤安全這要な施設に大きな影幣を及ぼすおそれがあると想定さ

れる自然現象により当該安全上成要な抱設に作用する衝繋及び設計評価事故時に生ずる応力

を適切に考應したものでなければならない．

3 施設検査対象施設は｀工扱茜上＄は事業所（以下 I工場等j という。）内又はその周辺に

おいて想定される当賠慕殺検査対象施設t)安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象

であって人為によるもの（故意によるものを除く。）に対して安全機能を損なわないもので

なければならない，

）J.施設検査対象施設・ヘの人の不法な侵入釦）防止 （省略）

” --• •ー・・· •・・・．． .• 9 ・̂’ ・・・ ・ •• ・・ • ”··· ・・ ••........ ・ • • --•ー・・・·• • •.....·· ••一·• ̀, ·ヽ• 9ィ・●｀ ・̀り・・・• •• ・・・ •一 ｀ 
第＋、ご条 施設検査笈象施段が殺阻されるエ堀等には、施設検査対象施設

検査対象施腺に不正に像発性又は易燃件を有する物f1I•その他人に

を捐併するおそれがある物件が持ち込まれることを防止するため

なし‘o

2 胞設検査対象施股が設脱される r`.場等には、必要に応じて、不正

行為の禁止等に関する法祖（平成-+―—年法律第百二—I·八号）第二
クセス行為をいう，．）を防止するための設備を設けなければならな

12.溢水による捐傷の防ti: （省略）

I第十三条鰤筵査叫鴎 盤は、そ(J)鹿設内における溢水が発生した場合においても安全槻能を摂

ロミわなし‘竺竺ダければならな＼‘＿゚ -•一•一•一 •-----·― — —ヽ·- -J 
13. 化学薬品の漏えいによる損侮の防止 （省略）

第1匹条 施設検査対象施設は、その施設内における化学薬品(/)漏えいが発生した楊合においても安

全椴能を捐なわないものでなければならない：

添付者類 1

補 正 後 変更理Ih

10. 外部からの衝撃による恨｛括0)防止 （規則条文のみ変吏）

第I- —条 佳歴煎検査対象施殺は、想定される白然現象（地震及び沖波を餘ふ，次項において同じ、)I 

が発生した掲合においても安全機能を損なわないものでなければならない99

I I・法令改正のた
め。

2 安全上凪要な施設は、当該安全~ヒ取要な施設に大きな影営を及ぽすおそれがあると想定さ

れる自然現象により当該安全k五要な施骰‘に作用する衝撃及び設計評価事故時に生ずる応力

を適切に考應したものでなければならない。

3 使用前検査対象施設は、玉塑笠内又はその周辺において想定される当該使用前検査対象施

股＇の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意による

ものを除く。）に対して安全機能を祖なわないものでなければならない。

11.使用前検査対象施設への人の不法な侵入等の防ll: （咲題及び規則粂文(1)み変更） 1,法令改正＂）た

第 I・二条 使用前検査対象施設が設慨されるエ楊等には、使用前検査対象廂設への人げ沐法な侵）ヽ、 ！ 
使用前検査対象施設に和1.：．に爆発性又は易燃性を有する物件その他ぶこ：危宮を与え、又は他：

の物件を損1葛するおそれがある物件が持ち込まれることを防止するための設備を殺けなけれ，！

ばならなし‘n

）` し、 ．ヽlb.J，クセス行為（：和Eア2 使用肌検査笈象巖設が設置され…丁足為には、必要に応 l:,•← 1, 

クセス行為の禁止等に関する法律（平成十一年法律第百―十八号）第―,条第四項に規定する

不正アクセス行為をいう0)を防止するための設備を設けなければならない"

訟，沿水による如名(/)防.L;: （規則条文のみ変更）

め。

第十三条使鴫検鱈象施設は、その施設li、]における溢7ドが発生した楊合においても安全機能を損 I;)ふ

・法令改正のた

なわなし9ものでなければならなl,-、0

--・・-・・・・・・・--・ 

j3．化学梨品の湘えいによる損俄の防JI・・ （規則条文のみ変変）

・法令改．1l：：のた

第十四条他朋削毯査祐鱈．殺は、その施設内における化学薬品の湿えいが発生した場合においても 11め，、

安全楳能を投なわないものでなければならない,.

添 l-9
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新 1日対照表 応用試験棟

変 更 前

14. 飛散物による捐傷の防止 （省略）

第十五条施設検査対象施設は、その施設内の機器又は配管IJ)損媒に伴う飛散物により、安全槻能を

損なわないものでなければならない．

15. 欺要度に応じた安全機能の確保 （省略）

第十六条 施設検査対象施設は、その安全機能(/)蛍要度に応じて、その機能が碗保されたも(/)でなけ

ればならない。

添付番類 1 変更摘所を で示す。

補：iE 後

14．飛散物による損偽の防Jl:. （規則条文のみ変更）

第ードr．条使用前検査＿対象施股は、その施設内の機器又は配管(j)損壊に伴う飛散物により、安全機能

を拍なわないものでなければならないU

15. 重要度に応じた安全機能の確保 （規月ll条文のみ変更）

第十パ条 使用前検査対象施設は、その安全機能の狙要度に応じて、その様能が確保されたものでな

ければならない。

I 
変更理由

・法令改正(/)た

め。

・法令改花のた

め，）

2 安全上重要な施設は、機械又は器具の単一故陪（迫ーの原因によって一つの機械又は器具が 2 安全J::璽要な施設は、機械又は器具の単一故障（半、・の原因によって一つの機杖又は器具が

所定の安全槻能を失うこと（従屁要因による多整故限を含むC) をいう。）が発生した堀合に 所定の安全機能を失うこと（従屈要釈による多重故障を含む。）をいう。）が発生した堀合に

おいてもその機能を掛なわないものでなければならない。 おいてもその機能を拍なわないも(!)でなければならない。

16. 環境条件を考慮した設計 （省略）

□`---• はー、通常時及び設計評価事故時に想，定される全て(/)森境粂件において、

安全槻能を発揮することができるものでなければならないC

・・................●·―”ー・＂•" •一···········-······ -—”• ••• •”• •• •一······-··-· •• ••••• --··········-··—··・・・・・・·―·· ••••• •• ••• -•••••• 

17. 検査等を考慮した設計 （省略）

第十）＼条 施設検査対象施設は、当該施設検査対象施設の安全機能を確秘するための検査又は試験及

び当該安全機能を催全に維持するための保守又は修理ができるものでなければならない。

］8.旋設検査対象施股(/)共用 （省略）

第十九条 施投検査対象施股は、他の原子力施設又は同一(/)工培等内の他の使用施設等と共用する場

合には、施股検査対象施設の安全性を祖なわないものでなければならないc

16．環境条件を考廊した設計 （規則条文のみ変更）

第匹粂使用前検査対象施設は、適常時及び設計評価事故時に想定される全ての深境条件におい ・法令改正のた

て、安全機能を発梱することができるも(J)でなければならないe | |めo

17，検究等を考慮した殺計 （規則条文のみ変更）

第十八条使用前検査対象施設f‘よ、当該使用前検査対象施設の安全機能を碗認するための検査又は試 ・法令改正のた験及び当該安全様能を艇全に維持するための保守又ぱ修理ができるものでなければならない~I Iめ。

18. 使用前検森対象施設の共用 （章K唇及び規則条文のみ変更）
・法令改正のた

［冨十九条一…麒、他の原千力施設又は同••/]五元―i`｀玉証｀｀す:] Iめ。楊合には、虹血釦江紅芦の安全性を損なわないものでなければなら竺‘こ.----•-I
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新1日対照表 応用試験棟

20.安全避難通路等 （省略）

21. 設計評価事故時の放射線磁布0)防．II: ｛省路）

蔀付帯類 1

補止 後

19. 誤操作の防Ji:

変更箇所を

（規則条文のみ変更）

で示すu

変更理由

「日→ 9 ~a •ヽ
第二l条即連暖血逸饂は、誤操作を防止するための措殴を詣じたものでなければならない。 1 

i ・法令改正(/)た

_，—••ヽ9_Jしー2 安全上：印要な施設は、容易に操作することができるものでなければならない。 II_)． 

20.安全避難通路等 （規則条文のみ変更）

[` 士三；二？竺t:R:：二こ‘:i笠必” .. ；J0法令改正のた
二 照明用の輝が喪失した培合においても機能を損なわない避難用の照明 I I 
そ 設計評価事故が発生した堀合に用いる照明（前号の避難用の照明を除く．，）及びその専用 i

の電諒 __J 

21. 設計評価事故時の放射統磁害の防止 （規則条文のみ変更）

l第二十浄 疇麟輝熊及｝了盃評価平故時にお＂—/云J`―(J二―に放射；；~ I E三云玉瓜蘊碑饂墜は五叶；；；；；；こおい□云云扇如かll)外ここ:jl法令改正のた

を及ぽさないものでなければならなし、0 ・ 害を及ぽさないものでなければならない"
ー・ ー・・・・.. 一•···--·-·・ー・・・ ー・．． ．．----- --- --・-・-・・'------・ー ・一 ャ・・ ...一 ・・・・・ ・・--•—マ ・.. 一.... •→---... 

22.貯紘厖設

I 

備 を

限の措屈

設備を殺

l 

22.貯蔵施設

めの施設＇又は設備を

めに必要な設俯を設
! I itなければならない。

- -• ー・-

．既に伎用許or
本施設の貯蔵施設として、地階のウラン貯茂宝があり、核燃料物酋．を貯滅するために七分な容駁を 茄準規則(I)要求

有しているq

紐 じる。 ！ 核燃 暉 質を搬出J、する場合その他特に必婆がある場合を除き、貯蔵室扉へ施錠の措阻を!lfじる，
I事項を憐足して
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新旧対照表 応用試険棟 添付杏類 1 変更箇所を で示すu

変 更 前 補 正 後 変更理由

また、出入口には f貯蔵室」及び「許可なくして立入りを禁ずるl旨の表示を行う． いるが、法令要

求事項である記

載の明確化を行

う。なお、本変更

により、使用許

可基準規則の菱

求事項を満足し

ていることに変

わりはなく、設

計変克及び工事

も伴わない。

23.廃棄施設 23. 廃稟施設、

I 第二1 •四条 廃期施設には、次に掲げる とこるによ り、放射性廃棄物を処理するための施設又は設備

を設けなければならない。

， ．―- 管理区域内(/)人が常時立ち入る拐所及び彫l1監杭区城の外の空気中の放射性物質IT）濃度

を低敵できるよ う、 使用施骰等において発生する放射性廃棄物を処理する能力を有するも(/)

であること0 ただし、空気中に放射性物質が飛散するおそれのないときは、この限りでない.! 
二 周辺監視l区域の境界における水中の放射性物質の濃度を低減できるよう、使用施裟等にお

］ 
いて発生する放射性廃稟物を処理する能力を有するものである こと。

2 廃棄施設には、放射性廃燕物を保管廃棄する場合は、次に掲げるところにより、保管廃棄施

設を設けなければならない。

放射性廃蕪物を保笠廃棄するために必要な容最を有するものであることc

二 外部と区画されたものであること。 二 外部と区画されたものであること。

三 放射性痒棄物を冷却する必要がある場合には、冷却するために必要な設備を設けるもので 三 放射性廃乖物を冷却する必要がある場合には、 冷却するために必要な殺•備を設けるもので

あること。 あること U

四 放射性廃棄物を搬出入する場合その他特に必要がある場合を除き、施綻又は立入制限の措 四放射性廃棄物を搬出入する場合その他特に必要がある楼合を除き、施錠又は立入制限の措

しを謂じたものである：こと。 罹を講じたものであること。

3 放射性廃棄物を牒棄するための施設又は設備には、標識を設けなければならないe- - ••~ - -I 3 放射性竺碑物を廃泰するための竺設又は餃備には9識を股けなけ！屯ならない。 ー• :_
23. I 気体状の放射性廃乖物管理

23. I. l 気体状の放射性廃棄物の管理方法 （省略）

. ． . 
第二十四条 廃棄施設には、 次に掲げるところにより 、放射性廃乖物を処理するための施設又は設備

を設けなければならない。

•一 管理区域内の人が常時立ち入る場所及び周辺監視r和城の外の空気中の放射性物質の涙度

を低減できるよう、使用施設等において発生する放射性廃棄物を処理する能力を布するもの

であること。 ただし、空気中に放射性物質が飛散するおそれのないときは、この限りでない。

二 周辺監視区域の境界における水中の放射i生物質の濃度を低減できるよう;;使用施設等にお

いて発生する放射性廃棄物を処理する能力を有するものであること，

2 廃棄廂設には、放射性廃棄物を保管廃棄する堀合は、次に掲げるところにより、保管廃莱施

設を設けなければならない｀＇

―`・・ 放射性廃兼物を保管廃棄するために必要な容砒を有するものであること 0

23. l 気体状の放射性廃棄物管理

23. 1.j 気体状0)放射性廃棄物の管理方法 （変更なし）
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新旧対照表 応J11試険棟 添付書類 1

4IJ 

士

n"更変 補正後

変更箇所を で示す。
I 

変更理由

23. L 2 管理区城内の放籾生物質濃度

(1) 概要

管理区域内における放射・ドl：物質渡度を評価する、，評価対象室は． 「固体廃棄施設(/)み0)室J及

ぴ「［西体廃踊施設0)ほかに核燃料物質の使用施設や液体廃棄施設がある室1とすな評価におい

て、保管する固体廃艇物についてはピニールシート等で梱包し、 ドラム缶等(I.）閉じ込め性の高

い金．膨生容器に収納するほか、容器に収納できない大型の構造物等はビニールシート等で多誼

に梱包杢ゑ汚染拡大防il:t昔戦を施すため、容器等から (l)空気中への放射I生物質の滉泡は無いも

のとする。また、使用施設において密閉状態で運転する設備についても、空気中への放射性物質

吋碑は無いも(J)とする。 23.I. 2 (2)（⑳の評価結果より、各評価対象室の空気中の放射性物質濃

度は、線藷告．示に定める放射•！生物質（/．）濃度限度より十分に小さい。

以ドに、管理区域内(j)放！村1生物酋濡度の評価の詳細を示す。

(2) 笠理哀域内の放射性物質澄度の評価

Q) 評価方法

空気中の放射1生物質涜i度の評価は、いいOISOTOPES、32、260~-269(l 98:l) "'より、 ド表に、示

ず係数を用いて、式 1により算出する，

表 飛散に係る巽素(/.)分類と係数ー ・・・ ・・・ • • ・’~ ・ ・・“"” ...^． • •9”·...”• ● ●ー・.．．”・• • 

麟に係わる嬰素の分類 —· _ | ----—係数等 -----
核種（怨u、939じ）による飛散率1日"、91

23. l.2 秤理匿城内の放船生物質濃度

(1) 概要

管理区域内における放射性物質涼度を評価する。評価対象室ば 「固体廃那施設(I)み(/.)盆及

び 1固体廃棄施設のほかに杭燃料物質の使用施設や液体廃棄施設が鰭蛮とすな評価におい．

て、保管する1世！体廃如物についてはピニルシート等で梱包し．、 ドラム缶等碑lじ込め性の高い 1・表現の見直し

金属性容器に収納するほか、容器に収納できない大型の構造物等はビニルシーヒ等で多凩に梱 を図るため。

包する等の汚染拡大防止措置を施すため、容器等からの空気Fl]への放射性物質の滉えいは無い

ものとするいまた、使用胞設において密閉状態で運転する設iiりについても、空気中への放射性物

領(f)湿土込は無いも(/)とする。 23.1. 2(2)@(/）評価結果より．各評価対象室の空気I：ドの放射性物

近濃度は、線紘告示に定める放射1生物質(/)深度限度より f・分に小さいc

以l.：に、箭理区域内の放射性物質礎度の評価の詳細を示す。

(2) 管理区域内の放射性物質険度の評価

Cl） 評価方法

空気中の放！・1村生物質溌度の評価は、 RAlJIOISOTOP郎、 32、260~269(l983)（’'より、下表に示

IO―、1

物理的形態による係数

取扱行為による係数

粉宋： x 10、液体： x)、塊： xo. I 

加然：:,<100、化学反応及び機械加工： XlO 

一般的操作：灯、静面： XO,l 

哨じ込め性による係屯t | ーフード節： xo. l、開放； X1 
• • 9 - •• 

式！ ：空気中の放射性物質涙度-（取扱・tX飛散字X物理形能係数x取扱行為係数x閉じ込め

性による係数xl:t放射能） ”： （1時哨些た2(/）排気紙x作業時咀）

なお、一日あ迄立の作業時間は 8時間とし、天然ウランの比放射能は、 2.615 X!Q匪払gUとす

る，9

.；るI: RADIOISOTOPES、32、260~・269(1983) WIでは、 "''1)、231;1Jは、グループ、1に分類されてお

t） 、グルしーープ 1、2、3より安全な核種とされていな本文献では、第 11グルヽ ープの飛散

半の記載がないため、第 3グルーブの飛敬率である］0̂（を使用すか

② 評価対象室及び評価条件

i)固体廃棄施設のみの室

該当する室は、樅器除染室及び廃棄物保管室である。各室には、核燃料初質で汚染され

た放射性廃華物を収納したドラム(5を保管するが、ドラム缶か立竺空気中への放射性物質

(j潅饂は無いものとする・.

n) 固体廂棄施設(I.)ほかに核然科物質の使用施殺や液体牒来施設がある室

ナ係数を用いて．式 iにより掠出する、，

表 飛1枚に係る要楽の分類と係数

秤チの分類ーペ・＇ぐ 係

核稲（芯「'1J、”’U)による飛散率1日"'1 i 10"' 
物理的形態による係数 i 粉末： X 10、液体： x ]．、塊：:<O_ I 

・ー・ "~. ．- .．．．r .． -・・9--.. _ _ --•••一•---- -••- --•一•一
: hil熱： ；＜ ！（｝〇、化学反応及び機械加工： xl{) 

麟行為～による堡塾
； —一般的操作： X 1、静怪： XO.l 

． ．～~ー・"”●●●●....—•-• •• •r―-···•一,---·-··-· .·--···- - - ·-—•• -
閉じ込め性によ••係数 ： フード等： XO.1、開放： Xl 

式！ ：空気中(/)放射性物質濃度・～（取扱址x飛散睾x物雖形態係数：吋：取扱行為係数、吋閉じ込め

・記載位！社の見

直しを飼るた

め。

性による係救X比放射能）： （l時間当迄2(/）排気・屈x作業時間） ・表記及び表現

なお、一日当たりの作業時間は 8時間とし、天然ウランの比放町i眈に 2.6l5X10’BqはUとす (/)見直しを図る

る． ためc

※I : l(AlJIOISOTDPES、32、2130~269(1983) (I•) では、 Z39U、 3ヽ’ll は、グループ 4 に分類されてお

り、グループ l、2、3より安全な核稲とされている<‘本文献では、第 4ダループ(/.)飛散

率の記戟がないため、第 3グループ(J)飛散率である lO7を使用する。

② 評価対象室及ぴ評価条件

i) 同体廃喋施設のみの室

該当する室は、槻器除船室及び廃華物1呆管室である。名産には、核燃料物質で汚染され

疇紐睾棄物を収納したドラム缶を保狩するが、 ドラム缶麟麟中・、、(J.)放射性物竹 ・表現の見直し

心は無いも(I)とする。 1を図るため，

ll) 固体廃期施設のほかに核燃料•物質の使用施設や液体廃棄施設がある宝

添 l-l.3 
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新1B対照表 応用試験棟

変更前

固体森棄施設のほかに使用施設がある室は、試験室 3及び工学試険室である。また、固

体廃棄施設の他ヒ液体廃棄施股がある室は廃液処理室である。各施設の空気中の放射性

物質濃度を、①0)評価方法により算出し、それぞれ評価する。その結果、空気中{})放射性

物賀深度がもっと高い室は、廃水処理室であり、廃水処理室についての評価条件を以下に

示す，9

・固体廃3紅胞骰について、核燃料物領で汚染された放射性廃棄物を収納したドラム缶を

保管するが、 ドラム缶からの空気中ニ竺放射性物貿(/)塑型は無いも(/)とする。

・液体廃棄施設の廃水処理設備では、ウラン溶液を沈澱分離させ、溶液中のウランを沈澱

物として開放状態で回収するため、評価対象をウラン粉末とする。なお、沈澱分離操作は

化学反応を伴うため取扱行為による係数は fIOJとし、沈堅物を開放状態で回収するた

め、閉じ込め性による係数は「11とする。廃水処理設備において、ウラン粉末をウラン

紐で250g（想定される保大使用抵）取り扱うとし、本室内の排気最を 5880m3/h（設計風

菰）として評価する。なお、この評価値は濃度限度と比較して十分低いため、放射線業務

従半者の内部被ばく全空影蓉はない。

R 評価結果

Ì:記①②を基に、 「固体廃棄施設のみの室J及び「固体廃棄施設のほか核燃料物質の使用

施設や液体廃華施設がある室lの空気中の放射性物質濃度の評価を行った結果は以ドの通

立であり、線批告示に定める放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃度限度

である 3X10•6恥／cm’ を超えることはないり

i) 固体廃棄施設のみの,Ii :ドラム缶からの空気中への放射性物質の選辿は無し

u) 同体廃棄施設のほかに液体廃棄施設がある室

・同体廃策旅設 ：ドラム伊からの空気中への放射性物質の盤速は無し

・液体廃棄施設 ： I．4X1o：祖叫上企

23.2 液体状の放射性廃棄物管理 （省略）

23.3 固体状の放射性廃華物管理

本施設のウラン系固体廃楽物の廃棄施設として、応用試験棟の地階には廃棄物保管室、廃液

処理室、 1階にはT浮試険室機器除染室、 3隊には試験室3がある。また、ウラン廃棄物処

理施設があり、その位匹はウラン廃棄物処理施設（別冊8) による。

施設内で発生する固体廃疵物は、可燃性、難燃性及び不燃性に胚分するとともに、ウラン廃

棄物処理施設へ連椴する。

なお、固体廃莱物は金屈製の容器又は金属製保管庫に入れ、運搬＇までの間、区画等の放射線

障害防止措置を講じた施設内の固1糾廃莱施設に慨く，

施設内の固体廃翁施設に脱く廃乖物は、汚染の拡大防止措置を施したエリアにおいて、廃窯

物の種類毎に分別、詰め替えを行う。

添付苔類 1 変更筒所を で示す，9

捕正後 変更理由

固体廃漿施設のほかに使用施設がある室は、試除室 3及びt学試験室である。また、固

休窟乖抱投(/)歴坐に液体院棄施設がある室は廃液処理室である。各施股の空気中の放射性 ・表現の見直し

物質濃度を、①(})評価方法により算出し、それぞれ評価するn その結果、空気中(1)放射性 を図るため。

物質憑度が最も高い室は廃水処理室であり、廃水処理室についての評価条件を以下に

示す。

・固体廃莱施設について、核燃料物質で1号染された放射性廃棄物を収納したドラム缶を

保管するが、 ドラム缶主丘空気中全放射性物質の盤土込は無いものとする。

・液体廃燕施設の廃水処理殺備では、ウラン溶液を材澱分隙させ、溶液Iれのウランを沈澱

物として器放状能で回収するため、評価対象をウラン粉未とする，なお、沈澱分離操作は

化学反応を伴うため取扱行為による係数は「10」とし、沈塗物を開放状旭で回収するた ・表現の見直し

め、閉じ込が生による係数は「いとすも際水処理設備において、ウラン粉末をウラン を図るため。

最で250g（想定される最大使用飛）取り扱うとし、本室内の排気紙を 5880 m'/h（設計風 ・表記の兄直し

船として評価する。なお、こ•(/）評価イ［とは湊度限度と比較して十分低いため、放射綿業務 を図るため，

従事者の内部披ばくに影型はない，

(~) 評価結果

k記①Q)を基に、 f固体廃棄施設のみの室」及び r固体廃莱施設のほか核燃料物質の使用

施設や液体廃棄旅設がある室」の空気中の放射性物質濃度の評価を行った結果は以下のと 、・表現の見匝し

麟であり、線最告示に定める放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射1生物質の澄度限 を図るため。

度である 3X10―9Bq/cmさを超えることはない。 ・表記の見直1ノ

l) 同体廃突抱設のみ(1)室 ：ドラ 1占豆もIT]空気中への放射性物質の泄冬込は無し を岡るたN),

ii) 固体廃棄施設のほかに液休廃棄旅設がある室

同体廃棄施設 ：ドラム缶からの空気中への放射性物質の濡えいは無し

・液体廃痰施設 ：l. 4XlQ..,Bq/cm3 

23. 2 液体状の放射性廃棄物管理 （変更なし）

23,3 同体1k0)放射性廃棄物管理

本施設のウラン系鹿体廃棄物(/)廃棄施設として、応用試験棟の地階には廃棄物保管室、廃液

処理室、 1陛には工学試験室、機器除染室、 3陪には試験室3がある。また、ウラン廃棄物処

理施設があり、その位世はウラン廃罪物処理施設（別冊8)による。

施殺内で発生する同体廃棄物は、可燃性、難燃性及び不燃性に区分するとともに、ウラン廃

棄物処珂施設へ迎搬する。

なお、固体廃燕物は金属製(/)容器又は金脱製保管庫に入れ、搬出までの問、区画等の放射線 ・表現の見逍し

障害防止措慨を謀じた施設内の固体廃華施設に慨く。 1を図るため。

施設内の固体廃棄施設に懺く廃疵物は、汚染の拡大防止措置を施したエリアにおいて、廃棄

物(/-)稲類毎に分別、詰め替えを行う。

添 1-14
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新旧対照表 ~. 

変 更 月_.,1.J 補 正 後

• " 

固体腐莱物(l)処理及び保特については、下部亜領等で定めた方法で行う。 固体廃棄物の処理及ぴ保管については、下部要領等で定めた方法で行う。

施設内の各固体廃期施設での保管数蚤は、次表のとおりである、、なお、各保管能力はウラン廃 施設内の各固体廃疵施設での保管数菰は、次表(J)とおりである．なお、各保管能力はウラ

棄物処理施設の内数である， 乖物処理施設の内数である3

• •ヽ•--す•-• 9 ヤ＊．＿• ＿ • • ·響•嗚r•• ヤ •9. ・^rm .'̀．． ．． ‘^ ”. ~” 

保笠能力 保笠能力
保管拐所の名称

（碑 1:ラム缶換麻）
保管場所の名称

(200 L ドラム缶換第）
9.～^＂ ·~·----- --・ ..  •··- •--- -•·,.．．』』▲•••-. . ．｀~．．．．--＋雀••9-- ••~ .』・^ー ・•••"~，．．ー•暑ビ・ー．．．＾． ― "．働•-～,．~―`,．し・ ヽ•`• ・--... 

廃棄物保管室 30本 底棄物保管室 30本
し…一—••一"r - -------·-·—・・.. ,..-・・・---・・・ --.... ••• ••••••• -... -----. 
廃液処理室 4本 廃液処理室 4本

-·ヽ言~．』 響•"~

256本
-・・--・・・-,．．．ー・・・・・-・---・-・・・・-- ' .● ●』へい_,..... ....... ..．．ヽ・ •- 鼻響 ••` ―ー ，．．9 幽一 . ...... 一••••---•一••••

L学試験杢1/.）一部 丁一学試験室（／） ••部 256本

10本 I 
•̀ ＾•一 ・[• ---• • ---＇～,.. "ヽ••—

機器除染室 機器除染室 10本----------. -・ ・--・-・--・ -・--・-----・ ~...．． 胃 •,．^` `.~．．』.,．~． .........,..一
-m • -̂’" ”'ー・9 --

23.4 標識の設置

（記載なし） 笙.,_1.,_l 廃棄施設の標識

歴翌施酌こは標識を設ける。標織には、日本産業規格による放射能標識に．

び I許可なくして立入りを禁ずJを記載するc

23. 4. 2 排気及び排水設備の標識

排悛邁刃澄訟股倦には、日本産業規格による放射能標識に「排気絞備）、 IサI水設備」

に［筋阿な文にC塾れることを禁ず」を記載した標識を設ける。

24.汚染を検査するための設備 （省略） 24. 汚染を検柾するための設備 （変更な

-··-··--•••一•••• --•--•--...．．．．．..．．...．．．．．．.... 9ヽ••.＾^ ．^ ••.......... •·+·—-- -••一＋

！第二 I五条 密封されていない核燃料物質を使用する易合にあっては、使用施設等には、管理区域第二十五粂 密封されていない核燃料物質を使用する褐合にあっては、使用施設等には、管理医域内

(f)放射i生物質により汚染されるおそれのある困所から退出する者の放射’}生物質による汚築を ． (J）放射性物質により汚染されるおそれ{/)ある埒所から退出する者の放射性物質に．tる汚染

検森するために必要な設備を設けなければならない，〉 i 検・益するために必要な設備を改けなければならない。

応用試験棟 添付帯類 1 変更箇所を で示すし9
"•一

変更理由

ン廃

且琵塞捗股J”．送；、

し）

恭 1-15

#― 

・STl¥i位への

表記に記載を統

ーーーするため．，

．既に使用許可

晶池規則II）理求

事項を戦足し・て

いるが、法令要

求事項である椋

識についての記

鱈 I載の明碇化を行

う，，なお、本変史

により、使用許

可基準規則の要

求事項を満足し

ていることに変

わりはなく、設

計変更及び一丁事

も伴わなし‘’’
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新旧対照表 応用試験棟 涼付苔類 1

変更前 補、i[：：後

変更箇所を で示す。
| 

変更理由

25. 監視設備 （省略） 25. 監視設備 （規則条文のみ変更）

..一・・ ・・～・
第二十六条 施散検究対象施設には、必要に応じて、通常時及び設計評価事故時において、当該施設

検査対象施設及びその境界付近における放射性物質0)涙度及び麟を監視し、及び測定し、

；；iご悶□：；ご、Cる迅速な対応のために必要な惜報を適切な場所に表示できる］

26. 非常用霜源股備 （省略）

第ご十七条 施股検査対象施設には、外部＇母源系締からの霊気の供給が停 lI:した楊合において、監視

設備その他当該施設検査対象施設の安全機能を確保するために必要な設備を使用すること

ができるように、必要に応じて非常用電源設備を設けなければならない。

27. 通信連絡設備等 （省略）

第二十八条事滋却戊饂が設記されるエ麟等には、設計評価事故が発牛した場合において耳~ 111 第二十八条佳屋麟迂社象施盤が設罷される這等には、殺計評価事故が発生した易合におい—e:r． ，法令改麟た

等内の人に対し必要な指示ができるよう、寄報装臨及び通信連絡設備を設けなければなら i 場等内の人に対し必要な指示ができるよう、笞報装置及び通信連絡設備を設けなければな 1め。

な9ヽ゜

2 施殺検査笈堡施腔が設罹される工場等には、設計評価半故が発生した堤合においてその施設

外の通信速絡をする必要がある場所と通惜速絡ができるよう、専用通信回線を殺けなければな

らない。

3 専用通信『）線は、必要に応じて多様性を碗保するものでなければならない。

28. 多最の放射性物質等を放出する事故の拡大の祐jI: （省略）

,:;:;:-:=・-;-・・;:、一 ・・・-・-・・・・・・ 
1第二十九条 施設検査対象施設は、発生頻度が設計評価事故より低い市故であって、当該施誼検査

対象施設から多:ll!:(/)放射性物質叉は放射腺を放出するおそれがあるものが発生した潟

合において、当該事故の拡大を防止するために必要な措匝を講じたも(/)でなければなら

ない。

参考文献 （省略）

第二十六条使用前検査対象施設には、必要に応じて、通常時及ぴ設計評価事故時において、当且逸 ・法令改正のた

用前検査対象施設並びにその境界付近における放射4生物質の澄度及び線屈を監視し、及び1|似
測定し、並ぴに設計評価事故時における迅速な対応のために必要な情報を適切な場所に表

示できる設備を設けなければならない。

26. 非常用霞源設備 （規則条文(/)み変更）

見＋七条 使用前検査対象施設には、外部電源系統からの氣気の供給が停止した喝合において、監II・法令改正のた

視設備その他当該使用前検査対象施設の安全機能を確保するために必要な設備を使用す 立

ることができるように、必要に応じて非常用電源設備を設けなければならない。

27. 通信速絡設備等 （規則条文のみ変更）

らなし‘。

2 使用前検査対象施腔が設置されるT立が等には、設計評価事故が発生した＃合においてその施 i
設外の通信連絡をする必要がある場所と通侶連絡ができるよう、専用通信回線を設けなければ i

ならない“

3 専用通信回線は、必要に応じて多様性を確保するものでなければならない。 ： 
•-•...`.....-^^....... .̂ ̂..^.... ---• ·—•• ~̂  • • ̀•~• ・ •^．．．`．．ー.:...―-●―‘---•一•一——._.....—· •••--•- | 

28.多祉の放射性物質等を放出する事故II)拡大(/)防止

第二十九条使用前検査対象施設は、発生頻度が設計評価事故より低い事故であって、当慈他厘前検

査対象施設から多祉の放射！生物質又は放射線を放出するおそれがあるものが発生した場

合において、当該紅故(/)拡大を防止するために必要な措ほを猜じたものでなければならな

，゚
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ぃ・

参考文献

（規則条文のみ変更）

（変吏なし）

・法令改正のた

め。
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